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は
じ
め
に

自
由
心
証
主
義
は
、
法
定
証
拠
主
義
を
否
定
し
て
誕
生
し
た
ひ
と
つ
の
廃

史
的
成
果
で
あ
り
、
今
日
で
は
殆
ど
の
国
家
に
お
い
て
承
認
さ
れ
て
い
る
証

拠
法
上
の
基
本
原
別
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
近
時
、
自
由
心
証
主
義
の
評
判
は

余
り
芳
し
く
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
「
抑
制
」
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
の
方
が
多

そ
の
契
機
は
、
「
広
い
芯
味
の
誤
判
の
存
在
」
で
あ
る
、
と
さ

く
な
っ
た
。

れ
て
い
る
。

自
由
心
証
主
義
が
ひ
と
つ
の
歴
史
的
成
果
で
あ
る
以
上
、
当
然
、
そ
れ
は

普
遍
的
原
理
で
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
、
今
日
の
自
由
心
証
主
義
へ
の
断

罪
が
必
ず
し
も
正
鵠
を
得
た
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
に
、
自

由
心
証
の
「
濫
用
」
を
、
上
級
審
の
「
抑
制
」
に
期
待
す
る
こ
と
は
、
木
来

官
権
的
・
中
央
集
権
的
本
質
を
も
っ
審
級
制
度
を
、
更
に
宵
僚
化
、
形
式
化

さ
せ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
何
よ
り
も
、
白
巾
な
証
拠
評
価

同同
2
0
図
。
唱
。
2
4有
国
司
《
出
問
戸
口
聞
に
よ
っ
て
内
心
の
般
行
旧
日
ロ
t
H
H
H
O
B口三口片岡
D
ロ

に
達
す
る
と
い
う
現
行
証
明
シ
ス
テ
ム
が
、
市
山
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

(
1
〉
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
ス
ツ
ェ
ケ
レ
ス
判
市
は
、
一
九
七
三
年
イ
タ
リ
ア
・

シ
チ
リ
ア
舟
シ
ラ
ク
サ
で
行
な
わ
れ
た
刑
事
法
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の

報
告
「
裁
判
官
の
自
由
心
証
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
現
代
の
大
部
分
の
国
家
に
お
い
て
、
裁
判
行
為
の
形
式
主
義
は
既
に

過
去
の
も
の
と
な
り
、
裁
判
手
続
を
拘
束
す
る
形
式
性
は
消
え
去
っ
た
。

今
日
、
手
続
を
支
配
す
る
の
は
裁
判
官
の
自
由
心
証
主
義
で
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
に
断
言
し
う
る
。
現
代
の
大
部
分
の
国
家
に
お
い

て
、
国
家
刑
罰
シ
ス
テ
ム
が
発
動
さ
れ
る
の
に
必
要
な
条
件
の
証
明
に

関
し
て
は
、
刑
事
裁
判
官
は
、
す
べ
て
の
形
式
主
義
か
ら
解
放
さ
れ
て

い
る
、
と
」
(
ω
N
H
W州
内
何
回
N
H
W
ω
(
(
U
Y
H
L
同
司
印
可
ロ
r
c
-
c
m
5
2全
n
-
R
O
E

-
J
D
C
B
o
n
Dロ
三

3
5ロ
L
Z
』己

m
p
閉山
2
j
E
O
H
ロ
g
g
m
t
o
ロ
pr
門目。

U
S
H同
宮

E
Y
S叶
印
・
同
V
回

目

印

m
H
F
)
。

(
2
)
横
山
晃
一
郎
「
白
向
心
託
主
義
の
功
罪
」
法
学
教
室
〈
第
二
期
〉
六

号
〈
一
九
七
四
年
)
一
四
六
頁
つ
川
・
憲
法
と
刑
事
訴
訟
法
の
交
錯
(
一

九
七
七
年
)
所
収
〕
。

(
3
〉
小
野
清
一
郎
「
審
級
制
度
と
上
訴
の
限
界
」
法
学
協
会
雑
誌
五
凶
巻

二
号
(
一
九
一
一
一
六
年
)
一
一
良
以
下
門
法
学
評
論
(
上
)
(
一
九
三
八
年
)

所
収
〕
。
小
野
博
士
は
夙
に
こ
の
点
を
指
摘
し
て
い
た
。
戦
後
で
は
、

た
と
え
ば
藤
野
判
事
が
、
「
日
本
の
裁
判
官
れ
は
、
心
意
的
に
は
、
そ
れ

を
否
定
し
た
が
る
が
、
『
階
統
的
官
僚
制
度
』
の
も
と
に
あ
る
こ
と
を
、

好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
宵
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
」
(
藤
野
英
一
「
事
実
認
定
に
お
け
る
経
験
則
の
意
味
」
判
例

タ
イ
ム
ズ
一
三
四
号
(
一
九
六
二
年
)
三

O
頁
)
と
述
べ
て
い
る
。
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史
的
概
観

1 

形
式
的
証
拠
主
義
の
時
代

形
式
的
証
拠
主
義
に
い
う
証
拠
に
は
、
事
実
を
認
定
す
る
材
料
と
い
う
意

味
は
な
く
、
ま
し
て
裁
判
官
の
心
証
に
訴
え
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
実
質

(
2
)
 

的
な
証
拠
評
価
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
シ
ス
テ
ム
の
代
表
的
な
も
の
は
、
神
判
で
あ
る
。
神
判
に
あ
っ
て
は

「
裁
判
官
は
、
た
と
え
彼
の
確
信
が
神
判
の
提
出
す
る
結
論
と
ま
っ
た
く
異

な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
な
お
そ
の
結
論
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
彼
の
下
す

(
3
)
 

判
決
を
そ
れ
に
従
わ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
」
た
と
え
ば
、

サ
リ
カ

法
典
に
は
「
釜
審
」
の
方
法
が
定
め
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
素
手
で
熱
湯
た

のぎ
治る
不釜
治の
で中
有か
罪ら
無指
罪環
が
決石
めな
らど
れを
たZ探
0- り

出
さ
し
め

一
定
期
間
後
の
手
腕

自由心証主義の課題

ゲ
ル
マ
ン
民
衆
訴
訟
に
は
、
自
尚
、
被
告
人
の
潔
白
宣
誓
何
色
巳
間
口
口
問
一
耳
目
チ

シ
ュ
ラ
イ
マ
ネ
ン

ω
n
r
z
一g
g
Eロ
(
川
町
び
声
を
聞
い
て
集
ま
っ
た
人
々
)

な
ど
、
一
見
近
代
的
と
も
思
え
る
証
拠
方
法
が
設
場
し
た
が
、
し
か
し
こ
れ

ら
形
式
的
証
拠
方
法
は
「
裁
判
所
に
申
立
事
実
が
真
実
か
否
か
を
確
信
さ
せ

(
5
)
 

る
と
い
う
日
的
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。

(
1
)
斎
桜
朔
郎
判
事
は
、
形
式
的
証
拠
主
義
を
「
或
る
形
式
的
な
行
為
の

結
果
如
何
と
レ
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
訴
訟
の
結
果
を
自
動
的
に
決
め
て

し
ま
う
制
度
」
と
定
義
さ
れ
る
(
斎
藤
朔
郎
「
自
由
心
証
の
運
用
に
つ

い
て
一
法
曹
時
報
七
巻
八
号
(
一
九
五
五
年
)
三
頁
〔
同
・
刑
事
訴
訟

論
集
(
一
九
六
五
年
)
所
収
〕
)
。

(
2
)

そ
れ
ゆ
え
「
実
体
的
真
実
」
(
自
己

2
5
-
-
g
者

与

L
E
)
は
問
題

に
な
ら
ず
、
も
つ
ば
ら
「
形
式
的
真
実
」
(
『

PE--岳
g
巧
与
円

72)

で
満
足
し
て
い
た
。
〈
四
日
・
・
(
U

・ん『・〉・

7
伊丹同

R
E
m
-
2・
0
5
H
k
m
Y
B

〈

O
B
図
。
者
包
括
即
日
仏

2
同

ω
n
Zロ
笠
g
守門
CN2m-
同∞
ωhFω
・
∞
民
・

(

3

)

冨
E
2
5巳
2
・
m
-
F
0
・
ω
-
u・

(

4

)

サ
リ
カ
法
典
は
、
フ
ラ
ン
ク
族
の
一
支
族
、
サ
リ
族
の
法
典
。
蛮
民

法
戸
内

m
g
r
R
E
8
2
5
中
の
代
表
的
法
典
と
さ
れ
る
。
同
法
典
の

邦
訳
と
し
て
、
久
保
正
幡
訳
・
サ
リ
カ
法
山
内
(
一
九
四
九
年
)
。

(
5
)
当
主
m
g
m
N
A
E
-
N
S
n
r
E空
間

r
2
a
g
b
E
N
g
-ロ
常
円

}同ロロゲ間同ユ円
Y
Z
ユ
H
n
y
oロ
〉
己
目
広
間
口
口
問
祭
出
回
。
君
。
回
出
話
円
}
M
Z
H
同ロ

mw片
同
町
民
〈
伶
同
一

{mr=ω
ロ
叫
戸
市
w
品川

w
-
ω
ω
・

2 

実
質
的
証
拠
主
義
1

1法
定
証
拠
主
義

証
明
手
続
の
発
展
過
程
は
、
糾
問
手
続
の
確
立
過
程
に
対
応
す
る
。

そ
し
て
糾
問
手
続
の
完
成
す
な
わ
ち
法
定
証
拠
主
義

3
5
Nる
与
の
吋
間

2
2
N・

付
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ピ円

roロ
図
。
司
自
問
。
問
。
{
ロ
・
目
)
門
戸
口
己
回
目

ι。旬『め口〆刊一。
-
b
聞
と
の
確
立
な
の
で

れTあ
、}る

事

実形
認式
定的
を証
絞拠
宇:1]主
宵義
のの
心会

証量
に性
ょの

ぞ華
半1] 誌
断社

式会
る発
シ田

スに
アつ

主れ
とて
ら崩
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れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
実
質
的
証
拠
主
義
で
あ
る
υ

証
明
シ
ス
テ
ム
の
目
標
は
、
形
式
的
行
為
の
有
無
か
ら
、
嫌
疑
が
真
実
か

否
か
に
対
す
る
裁
判
官
の
純
一
計

C
Z
R
2
m
g
m
L
C
D
i
n
t
-ロ
へ
と
移
行

す
る
。
た
だ
し
、
法
定
証
処
シ
ス
テ
ム
に
あ
っ
て
は
、
裁
判
所
は
一
定
の
証

明
要
件
に
拘
束
さ
れ
、
白
山
な
証
拠
評
価
は
い
ま
だ
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

法
定
証
拠
主
義
は
、
ド
イ
ツ
で
は
パ
ン
ベ
ル
ゲ
ン
シ
ス
刑
事
法
典

回
同

X
E
F
C
(
U

ユ
g-E-u
∞
自
任
命
円
四
巾

5
2・
5
0吋
及
び
カ
ロ
リ
ナ
刑
事
法
典

わ
D
ロ・

(
U
C
ロ
a
x
z
z
c
わ
同
一
日

5
巳岡田

(
U
m
w
円。

-zp]{印
ω
N
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
ル
イ
一

四
世
の
刑
事
大
王
令
。
丘

8
5
2
2
8百
-
2
(
m
g口
伝

C
L
o
g
s
B

{
4
}
 

ロ
門
戸
ヨ
ロ
ユ
ロ
己
-
o
仏
O
H
R
O
)

に
よ
っ
て
完
成
す
る
。

白

ガ
ロ
ー
に
よ
れ
ば
、
法
定
証
拠
シ
ス
テ
ム
と
は
「
山
中
に
、
犯
罪
事
実

の
探
究
、
立
証
の
刀
法
ー
ー
ー
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
一
証
拠
法
に
不
可
欠
な
も
の
で

あ
る
が
|
|
の
純
織
化
さ
れ
た
も
の
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
一
致
が
強

制
的
に
裁
判
官
の
確
信
を
導
き
、
そ
の
欠
如
が
裁
判
宵
に
確
信
不
能
と
い
わ

せ
る
よ
う
な
情
況
己

R
O
B
E
R
E
の
結
合
に
よ
っ
て
、
犯
罪
事
実
が
立
証

(
5
)
 

さ
れ
た
も
の
と
看
倣
す
も
の
」
だ
と
さ
れ
る
。
か
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
の
下
に

お
け
る
裁
判
官
は
、
い
わ
ば
「
特
定
の
鍵
を
叩
い
た
と
き
に
必
然
的
に
反
応

す
る
鍵
稜
」
に
す
ぎ
な
い
。
国
家
は
、
こ
の
鍵
盤
を
鳴
ら
す
た
め
に
自
向
を

必
要
と
し
、
そ
の
た
め
に
拷
問
司

C
F
R
E
E
E
が
行
な
わ
九
日
)
。
夙
に

指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
法
律
上
の
拷
問
は
、
ま
こ
と
に
「
法
定
証

(
8
)
 

拠
シ
ス
テ
ム
の
所
産
」
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
有
罪
の
た
め
の
証
明

要
件
は
必
ず
し
も
自
白
に
限
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
実
際
に
は
、
裁
判
官

の
心
証

gロ
1
2
5ロ
が
自
白
な
し
に
は
殆
ど
絶
対
に
得
ら
れ
な
か
っ
た
か

{
9
}
 

ら
に
外
な
ら
な
い
。

同

か
よ
う
に
、
湾
問
と
結
び
つ
い
た
法
定
証
拠
シ
ス
テ
ム
が
、
合
理
主

義
と
人
道
主
義
を
柱
と
す
る
一
啓
蒙
思
想
の
思
怨
家
た
ち
の
攻
鍛
の
標
的
に
な

る
の
も
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
。
ト
マ
ジ
ウ
ス
叶
，
r
C
5
2
2
ω
は
、
フ
リ

ー
ド
リ
ヒ
大
王
が
一
七
四

0
年
四
月
三
日
の
閣
令
只
見
》
5
2
2
0三
ロ
ロ
ロ
聞
で

拷
問
廃
止
を
打
ち
出
す
に
あ
た
っ
て
強
い
影
響
を
与
え
て
い
る
し
、
ベ
ッ
カ

リ
l
ア
回
。

n
gコ
同
は
、
そ
の
著
書
『
犯
罪
と
刑
罰
ロ
包
《

r
E
Z
。
品
。
出
。

(
U
)
 

回
目
見
(
口
密
)
』
の
中
で
実
質
的
に
自
由
心
証
主
義
を
提
唱
し
て
い
る
。
こ
の

他
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー

ζ
cロ
Z
S
E
2、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
〈

c-z-3、
フ

{
回
)

イ
ラ
ン
ジ
ェ
リ
ヨ
】
田
口
阿
佐
江
な
ど
の
影
響
も
小
さ
く
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。

た
だ
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
彼
ら
は
証
拠
法
の
革
命

2
5
-
5
5ロ
を
見

落
と
し
て
お
り
「
そ
れ
ま
で
の
自
白
証
拠
へ
の
依
存
か
ら
法
的
シ
ス
テ
ム
を

解
放
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
拷
問
廃
止
を
可
能
に
し
た
証
拠
法
の
進
化
を
無
視
し

て
い
る
」
と
の
否
定
的
評
価
も
あ
る
。

帥

結
局
、
自
由
心
証
主
義
の
成
立
に
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
待
た
な
け
れ

北法31(1・188)188



ば
な
ら
な
か
っ
た
。
刑
事
手
続
改
革
の
準
備
は
、
革
命
の
前
年
(
一
七
八
八

年
)
の
三
部
会
か
ら
は
じ
め
ら
れ
て
い
た
が
、
裁
判
官
に
対
す
る
不
信
か

(
日
)

ら
、
自
由
心
一
証
主
義
の
要
求
は
な
く
、
一
七
九
一
年
九
月
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
、

フ
ラ
ン
ス
に
初
め
て
の
自
由
心
証
主
義
が
成
立
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
ド
イ
ツ
で
は
拷
問
廃
止
か
ら
証
拠
法
の
革
命
へ
と
進
ま
な

(
凹
)

か
っ
た
。
ド
イ
ツ
は
フ
ラ
ン
ス
の
自
由
心
証
主
義
の
受
容
を
た
め
ら
っ
た

が
、
他
方
こ
れ
ま
で
の
法
定
証
拠
主
義
を
維
持
す
る
こ
と
も
困
難
と
な
っ

た
。
そ
こ
で
登
場
す
る
の
が
、
ド
イ
ツ
諸
邦
で
採
用
さ
れ
た
消
極
的
法
定
証

拠
シ
ス
テ
ム
で
あ
犯
。
ヴ
ェ
ル
テ
ム
ブ
ル
グ
刑
訴
法

g
d
E吋
巧
目
立
宇

Bσ
巾
吋
間

(
H
E
U
)
、
バ
l
デ
ン
刑
訴
法
律
支
)
向
田
円
四
包

2
2宮
印
)
な
ど
が

こ
れ
に
該
る
。

し
か
し
所
詮
、
消
極
的
法
定
証
拠
主
義
は
弥
縫
策
に
す
ぎ
ず
、
実
効
性
な

(
日
)

き
ま
ま
自
由
心
証
主
義
に
移
行
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

自由心証主義の課題

(
1
)
形
式
的
証
拠
主
義
も
、
そ
の
当
時
の
①
見
通
し
の
き
く
狭
い
生
活
範

閥
、
②
生
活
に
根
付
い
た
当
時
の
魔
術
的
観
念
ゆ
え
に
、
当
時
と
し

て
は
そ
れ
な
り
に
合
理
性
を
も
っ
た
手
続
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
者
-

N
芯
m
F
P
F
F
O
-
-
ω
・
ω・

ハ
2
)
斎
藤
・
前
掲
論
文
三
頁
参
照
。
実
質
的
証
拠
主
義
は
、
法
定
証
拠
主

義
と
自
由
心
証
主
義
の
上
位
概
念
で
あ
る
。

(

3

)

君
-
N
S
-
R
F
出・

0
・・

ω・
叶
・
証
明
回
。
唱
巴
田
口
口
聞
は
裁
判
官
の

面
前
で
の
事
実
認
定
と
さ
れ
、
裁
判
所
は
自
ら
真
実
に
つ
レ
て
の
確
信

を
も
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
実
質
的
証
拠
シ
ス
テ
ム
と
さ
れ
る
所
以

で
あ
る
。

(
4
〉
カ
ロ
リ
ナ
刑
事
法
典
に
関
し
て
は
、
米
山
耕
二
「
カ
ロ
リ
ナ
の
刑
事

手
続
|
近
代
刑
事
司
法
の
礎
」
一
橋
大
学
研
究
年
報
・
法
学
研
究

9

(
一
九
七
五
年
)
。
こ
れ
ま
で
に
な
い
本
格
的
研
究
で
あ
る
。
ル
イ
一

凶
世
の
刑
事
大
王
令
の
条
文
自
体
に
は
、
カ
ロ
リ
ナ
法
典
等
と
異
な
り
、

法
定
証
拠
シ
ス
テ
ム
を
直
接
規
定
し
て
い
な
い
。
当
時
の
学
説
・
実
務

に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
(
中
村
義
孝
「
フ
ラ
ン
ス
革
命

初
期
に
お
け
る
刑
事
裁
判
の
変
遷
」
立
命
館
法
学
一

O
五
・
一

O
六
号

(
一
九
七
二
年
〉
六
二

O
頁)。

(

5

)

の
〉
周
到
〉
C
ロ

(HFY
、H，H
m
w
g
H
r
h
v
D
H
F
A
E
W
2
司
自
己
』
C
O
《ロロ・

閉己同口円
E己
n三同
t凶5。gロ口同ユF
自
g
E己
-r伶
2
同宮】肖円

o2円
E=R円5⑦同司》
b吉ロ
E岱包
}r伶P.
片戸.同戸.司P阿

阿河州伶円
2d巴」
m
ニ
ω-円口A伶山u可可
.
]
H
{
由。叶.ロ
o
N仏川申宙
y噌
匂
印
。
H「• 

(
6
)

開
ω
豆
何
回

Z
(〉
-
Y
Z
2
Z可
O
L
O
F
-
)
H
O
円品仏ロ
5
2
F
E
B
E己
-o

2
M
m
a
同E
H
E
Y
同vmM叶
H
P
F
・
Hhmw
同O
閉
め
ぬ
同
明
。
ロ
HAw--H
∞∞
N-
匂
-
N
品。・

(
7
)

同
・
円
、
〉
Z
の
即
日
以
戸
吋
O
M
3
d
同
開
〉
Z
ロ
吋
回
開
門
〉
喝
。
司
司
河
。
。
司

(
H
S
O
は
ア
γ
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ウ
ム
下
の
拷
問
が
自
白
強
要
γ
ス
テ
ム

と
し
て
の
法
定
証
拠
主
義
と
結
び
つ
い
て
き
た
こ
と
を
強
調
す
る
。

(

8

)

』・目、〉
Z
の切開同
Z-
間
ロ
匂
円
釦
ロ
ORw
戸
由
同

ω・

(
9
〉
の
〉
HNHN〉
C
U
(
H
N
・)・

0
司・

n-
了
ロ
o
N印叶唱同
v・
8
由・

(
仙
川
)
光
藤
景
絞
「
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
こ
、
一
ニ
の
原
則
の
生
成
素
描
」
平

、seノ

場
安
治
博
士
還
暦
祝
賀
・
現
代
の
刑
事
法
学
下
(
一
九
七
七
年
)
八
九

f
e
‘、
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頁
。
プ
ロ
イ
セ
ン
の
こ
の
拷
問
廃
止
は
、
諸
邦
の
拷
問
廃
止
を
導
い
た

ハ
川
崎
英
明
「
ミ
ッ
タ
l
マ
イ
ヤ
l
の
刑
事
司
法
論
三
〕
」
法
学
雑

誌
二
五
巻
二
号
(
一
九
七
八
年
)
一
八
四
|
一
八
五
頁
参
照
)
。

(
U
〉
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
こ
の
『
犯
罪
と
刑
罰
』
こ
そ
「
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
主

義
の
刑
事
政
策
的
改
革
思
想
を
、
市
民
社
会
の
精
神
的
共
有
財
産
に
ま

で
高
め
た
」
香
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。
何
・

ωnrB-LF
何
吉
宗
E

r
g同
町
区
内
出
。
。

2
n
r
r
r
g
L
2
仏

2
g
n
y
g
ω
昨日
pon宮田
E
o
m
p

ω・
〉
口
出
・
噌
巴
缶
、

ω-N5.

た
だ
し
、
一
フ
ン
グ
パ
イ

γ
教
授
は
後
述
す
る
立
場
か
ら
(
註
日
参

照
)
、
ベ
ツ
カ
リ
l
ア
に
関
し
て
も
彼
は
「
証
拠
法
と
の
関
連
に
つ
い
て

何
ら
触
れ
る
こ
と
な
く
、
法
的
拷
問
に
反
対
す
る
」

(
]
-
F
〉
Z
の
巴
W
H
Z・

2
旬
日
ロ
D
Z
叶
、
丘
町
叶
)
と
い
う
が
、
『
犯
罪
と
刑
罰
』
第
七
章
、
第

八
章
(
岩
波
文
庫
・
風
早
八
十
二
、
風
口
γ
二
葉
訳
)
で
ベ
ッ
カ
リ
l
ア

は
法
定
証
拠
主
義
を
否
定
し
自
由
心
証
主
義
の
思
想
を
展
開
し
て
い

る。

(
ロ
)
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、
グ
ォ
ル
テ

I
ル
の
影
響
に
つ
き
、
円
∞
口
Y
S
E
F

国

-
F
。
ニ
∞
-
N
H
印

民
-
u

フ
イ
ラ
ン
ジ
ェ
り
に
つ
き
、
。
〉
河
河
krcu-cu-

nF片
よ
唱
・
印
H
0
・ロ
0
4
5
ω
。・

(
日
)
一
『
・
円
、
〉
Z
の
切
開
H
Z
-
E同
】
門
間
口

c
g
吋
二
広
ミ
・
教
授
は
こ
の
よ
う
な

啓
蒙
思
想
家
と
し
て
、
ト
マ
ジ
ウ
ス
、
ベ
ツ
カ
リ

l
ァ
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー

ル
を
挙
げ
る
。

(

U

)

わ
が
国
で
は
、
庭
山
教
授
が
、
啓
蒙
思
想
は
「
刑
事
証
拠
法
の
面
か

ら
見
る
な
ら
ば
、
あ
ま
り
大
き
な
意
義
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
拷

問
を
失
く
し
は
し
た
が
、
証
拠
法
の
基
木
体
系
を
変
革
す
る
力
は
危
か

っ
た
の
で
あ
る
」
(
庭
山
英
雄
「
自
由
心
証
主
義
の
抑
制
に
つ
い
て
同
」

中
京
法
学
三
巻
一
号
(
一
九
六
八
年
)
八
五
頁
)
と
さ
れ
る
。
し
か
し

、
、
、
、
、
、
、

少
な
く
と
も
拷
問
廃
止
が
、
証
拠
法
の
根
底
か
ら
の
改
組
の
原
動
力
に

な
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。

(
日
)
中
村
義
孝
・
前
掲
(
註

4
)
論
文
六
二
五
頁
。

(
M
m
)

川
崎
英
明
・
前
掲
(
註
叩
)
論
文
一
八
五
頁
。

(
ロ
〉
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
フ
ラ

γ
ス
議
会
で
提
案
さ
れ

た
も
の
の
、
否
決
さ
れ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
で
は
、
自
由
心
証
主
義
の
採
用
が
遅
れ
た
分
だ
け
消
極
的
法

定
証
拠
理
論
が
深
化
・
発
展
し
た
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
こ
の
期
の
発
展

を
詳
細
に
跡
づ
け
た
も
の
と
し
て
、
光
藤
景
佼
「
自
由
心
証
主
義
の
反

省
」
法
学
雑
誌
二
五
巻
=
了
凶
号
〈
一
九
七
九
年
)
二
九
二
貝
以
下
、

特
に
一
二

O
ニ
頁
以
下
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
法
定
証
拠
主
義
が
経
験
則
・

論
理
則
論
(
後
述
)
に
支
え
ら
れ
、
表
裏
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

(
問
)
消
極
的
法
定
註
拠
主
義
へ
の
批
判
と
し
て
、

T
Z
S
C
F
2
F
出色目

可
問
問
。

N
E吋

F
o
r
H
o
g
g
回
。
唱
。

-
1
5
2
3守
S
N
E
m
-
H∞∞
ω噌∞
-
E

問
問

U
K
F

口問
E
H
〈

-MpvopFmw
一z
rロロ
r
ι
2
品。ロ片
ω円

yoロ
ω可
m
h
y
c
N
O回目

znrz・
5
s
-
ω
・
台
・
ク
リ
ー
ス
は
「
法
律
の
消
極
的
な
定
式
化
に

よ
っ
て
は
、
現
行
法
の
欠
陥
や
困
難
さ
は
除
か
れ
ず
、
む
し
ろ
増
加
す

る
。
被
告
人
の
罪
責
に
つ
い
て
の
裁
判
官
の
確
信
が
存
在
し
て
い
る
の

に
、
相
変
ら
ず
有
罪
認
定
の
た
め
に
法
律
に
よ
っ
て
、
し
ば
し
ば
収
集

不
能
な
量
の
証
拠
が
要
求
さ
れ
た
。
:
:
:
そ
し
て
法
律
は
矛
盾
し
た
条
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件
か
ら
な
っ
て
い
る
た
め
、
実
効
性
の
な
い
ま
ま
で
い
る
ほ
か
は
な

い
」
(
傍
点
引
用
者
)
と
、
右
に
挙
げ
た
筒
所
で
指
摘
し
て
い
る
。

3 

実
質
的
証
拠
主
義
|
|
自
由
心
証
主
義

L
E、

一
七
八
九
年
七
月
一
四
日
、
パ
ス
テ
ィ
l
ユ
襲
撃
で
幕
を
開
け
た
フ

ラ
ン
ス
大
革
命
は
、
ァ
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ウ
ム
に
対
す
る
徹
底
し
た
断
罪
を

行
な
っ
た
。
裁
判
手
続
に
つ
い
て
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の

場
合
に
も
、
新
し
い
手
本
は
当
時
の
民
主
主
義
の
先
進
国
、
イ
ギ
リ
ス
に
求

め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
特
に
、
イ
ギ
リ
ス
陪
審
制
導
入
の
要
望
は
非
常
に
強

か
っ
た
よ
う
で
、
ェ
ス
マ
ン
は
そ
の
辺
り
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る。

自由心証主義の課題

「
一
七
八
九
年
の
陳
情
書
}
町
田

g
r芯
ロ
は
、
刑
事
に
関
し
て
陪
審
員

に
よ
る
裁
判
を
要
求
し
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
イ
ギ
リ
ス
の
制
度
に
学
ぶ

こ
と
を
推
奨
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
少
な
く
と
も
五

O
年
前
か
ら
イ

ギ
リ
ス
、
つ
ま
り
各
被
告
人
が
同
胞

g口
口
一
件
。
ヨ
ロ
ω

の
一
二
人
の
陥

審
員
を
持
つ
国
に
注
目
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
立
憲
議
会
〉
国
的
。
目
立
含

ncロ
ω
巳
吉
田
口
お
は
こ
の
陳
情
書
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
模
倣

(
1
)
 

の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
イ
ギ
リ
ス
で
あ
っ
た
。
」

し
か
し
、
革
命
当
初
は
一
六
七

O
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
(
刑
事
大
王
令
)
を

全
廃
し
え
な
い
ど
こ
こ
ろ
か
、
弁
護
人
選
出
権
を
認
め
ら
れ
た
点
を
除
け

ば
、
同
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
殆
ど
維
持
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
主

も
、
イ
ギ
リ
ス
刑
事
手
続
の
導
入
は
思
っ
た
ほ
ど
容
易
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
右
弁
護
人
選
出
権
を
認
め
た
一
七
八
九
年
一

O
月
八
日

l
一
一
月
三
日

デ
ク
レ
は
、
同
時
に
公
開
原
則
を
も
採
用
し
て
は
い
る
が
、
そ
の
他
多
く
の

(
3
)
 

点
で
英
仏
両
刑
事
訴
訟
法
は
「
直
接
的
な
対
立
関
係
に
あ
っ
た
」
と
い
え
る

ほ
ど
で
あ
っ
た
。

一
六
七

O
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
が
全
廃
さ
れ
る
に
は
、
二
年
後
の
一
七
九
一

年
九
月
、
イ
ギ
リ
ス
法
の
影
響
化
に
成
立
し
た
近
代
的
刑
事
訴
訟
法
典

-g

ru仏
2
5
2
N由
自
宮
命
日

σ
E
口
径
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

(
4
)
 

た。
同

自
由
心
託
主
義
は
、
こ
の
一
七
九
一
年
九
月
法
律
に
よ
っ
て
陪
審
制

と
と
も
に
生
ま
れ
た
。
立
法
者
は
こ
こ
で
初
め
て
法
定
証
拠
シ
ス
テ
ム
を
正

式
に
放
棄
し
、
陪
審
員
の
内
心
的
確
信

z
t
g
o
gロ
己
主
D
ロ
に
の
み
依
存

(
5
)
 

す
る
と
、
明
確
に
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
自
由
心
証
主
義
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
と
み
て

(
6
)
 

良
い
か
、
疑
問
の
生
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
問
題
の
根
本
は
、
多
く
の
証
拠

法
則
を
も
っ
英
米
証
拠
シ
ス
テ
ム
と
、
そ
れ
を
も
た
な
い
大
陸
の
証
拠
シ
ス

テ
ム
の
相
違
に
あ
る
。
自
由
心
証
主
義
・
法
定
証
拠
主
義
と
い
う
大
陸
法
的

区
分
け
で
英
米
証
拠
法
を
分
類
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
そ
も
そ
も
の
誤

り
が
あ
る
。
そ
の
点
で
わ
が
国
の
学
説
が
、
イ
ギ
リ
ス
証
拠
法
は
自
由
心
証
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義
で
あ
る
と
か
法
定
証
拠
主
義
で
あ
る
と
か
論
じ
て
き
た
の
は
、
ま
さ
に
不

毛
の
議
論
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
証
拠
法
に
は
、
多
く
の
証
拠
能
力
の
制
抽
出

と
多
く
の
推
定
に
関
す
る
法
則
が
あ
る
。
こ
の
点
で
白
山
心
証
主
義
と
の
部

〈

9
}

、、

分
的
不
一
致
法
明
瞭
で
あ
る
。
自
由
心
証
主
義
は
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
輸
入
さ

れ
た
の
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
拷
問
廃
止
と
陪
審
制
度
を
基
底

に
据
え
て
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

伺

」
の
自
由
心
証
主
義
も
、
立
憲
議
会
に
お
い
て
ス
ム
ー
ズ
に
採
択
さ

れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
当
初
一
部
の
者
た
ち
は
策
略
を
め
ぐ
ら
し
、
新
し
い

原
理
(
確
信
理
論
)
の
恩
恵
を
旧
い
慣
行
の
メ
リ
ッ
ト
と
結
合
し
よ
う
と
計

っ
た
。
彼
ら
は
、
有
罪
を
基
礎
づ
け
る
の
に
ど
ん
な
証
拠
を
具
備
す
る
必
要

が
あ
る
か
の
決
定
を
法
律
に
委
ね
、
し
か
し
、
ど
ん
な
責
任
に
し
ろ
、
裁
判

官
に
、
彼
の
内
心
的
確
信
に
反
し
て
ま
で
有
罪
宣
告
を
強
制
す
る
よ
う
な
責

任
を
負
わ
せ
な
い
、
と
の
提
案
を
し
た
。
い
わ
ゆ
る
消
極
的
法
定
証
拠
主
義

で
あ
る
。

こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
《
法
定
証
拠
に
由
来
す
る
信
頼
と
、

裁
判
官
の
内
心

的
磯
信
に
値
い
す
る
信
頼
》
と
を
結
合
し
よ
う
と
し
た
巧
妙
な
シ
ス
テ
ム
で

{
悶
)

あ
っ
た
。
し
か
し
両
者
は
両
立
し
え
な
い
。
何
故
な
ら
、
か
よ
う
な
シ
ス
テ

ム
に
お
い
て
は
、
そ
の
決
定
を
正
当
化
し
な
く
て
も
よ
い
陪
審
は
、
正
当
化

し
た
く
な
い
と
き
は
常
に
そ
の
義
務
を
免
か
れ
、
他
方
、
陪
審
が
こ
の
義
務

を
尊
重
し
よ
う
と
考
え
た
と
き
は
、
そ
こ
に
不
当
な
無
罪
に
ふ
さ
わ
し
い
一
吉

A
U
)
 

い
逃
れ
を
発
見
し
う
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

彼
ら
の
疑
案
は
、
そ
れ
ゆ
え
認
め
ら
れ
ず
、
自
由
心
証
主
義
が
採
用
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
「
陪
審
は
独
自
に
討
議
し
、
法
的
強
制
カ
が
何

ら
か
の
証
拠
方
法
に
付
与
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
内
心
的
確

信
に
従
つ
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
円
。
」

そ
の
後
、

一
七
九
一
年
九
月
法
律
は
、
革
命
暦
三
年
(
一
七
九
五
年
)
プ

リ
ュ
メ
I
ル
の
犯
罪
と
刑
罰
法
曲
刊
の
色
。
仏

g
t
r
z
a
L
E
官
5
2
L
O

(
出
)

σ
E
B
m
w
-
B
岱ロ

HHH
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
、
糾
問
シ
ス
テ
ム
は
完
全
に
廃
止

(
団
}

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
自
由
心
証
主
義
は
、
そ
の
後
一
時
的
反
動
に
も
耐

ぇ
、
治
罪
法
典

(
u
a
m
円

5
2
2
n
z
oロ
ロ
ユ
B
E巾
-
F
H
g∞
三
四
二
条
を

経
て
、
現
行
刑
事
訴
訟
法
典

(
U
c
t
p
官

c
n
E
E
2
1
5
F
S
S
の一一一

五
三
条
、
四
二
七
条
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

制

ド
イ
ツ
で
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
消
極
的
法
定
証
拠
主
義
の
時

代
を
経
た
た
め
に
、
自
由
心
証
主
義
の
成
立
は
フ
ラ
ン
ス
に
半
世
紀
遅
れ
る

」
と
と
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
諸
領
邦
に
お
い
て
、
最
初
に
、
証
拠
の
作
用
に
関

し
裁
判
官
に
、

そ
の
面
前
で
自
由
に
行
な
わ
れ
た
審
理
の
全
体

F
Z
m門広

か
ら
導
き
出
さ
れ
た
確
信
を
命
じ
た
最
初
の
法
律
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
一
八

へ
同
)

四
六
年
七
月
一
七
日
令
〈

2
0邑
ロ
ロ
ロ
間
〈
D
B
H叶
・
叶
・

5
怠
で
あ
っ
た
。
同
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法
は
フ
ラ
ン
ス
治
罪
法
典
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
法
は
そ
の
後
、
二
一

(
四
)

月
革
命
に
よ
る
刑
訴
法
の
改
革
の
範
と
な
っ
た
。
革
命
立
法
た
る
一
八
四
九

年
一
月
三
日
令
〈
2
0三
ロ
ロ
ロ
mω
・』

S
E
R
H∞
怠
は
、
右
プ
ロ
イ
セ
ン
法

の
自
由
心
証
主
義
の
規
定
を
文
字
通
り
再
生
し
、
同
規
定
は
、
一
八
七
九
年

一
O
月
一
日
施
行
の
ラ
イ
ヒ
刑
訴
法
に
受
け
継
が
れ
、
途
中
不
幸
な
中
断
を

み
な
が
ら
も
、
現
行
刑
事
訴
訟
法
典
に
至
っ
て
い
る
。

自由心証主義の課題

(
1
〉

HNω
冨
何
回
Z
(〉
-
Y
D
唱・

2
f
M
M
B叶
・
こ
こ
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
議

会
に
お
け
る
発
言
を
み
れ
ば
、
当
時
い
か
に
イ
ギ
リ
ス
が
憧
恨
の
目
で

見
ら
れ
て
い
た
か
が
う
か
が
え
る
。
た
と
え
ば
ベ
ル
ガ
ス
の
発
言
「
犯

罪
を
追
求
処
罰
す
る
た
め
に
我
々
が
こ
こ
で
論
じ
て
い
る
方
法
で
、
イ

ギ
リ
ス
や
自
由
主
義
ア
メ
リ
カ
で
採
ら
れ
た
判
例
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ

な
い
も
の
は
ど
こ
に
も
な
い
」
ト
ヮ

ν
の
発
言
「
わ
れ
わ
れ
は
光
栄
に

も
、
暫
く
パ
リ
に
滞
在
中
の
イ
ギ
リ
ス
の
一
流
法
律
家
の
幾
人
か
と
協

議
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
」
。

(

2

)

∞。d
N〉
吋

(HV・)OHHMHZ〉
H
，開

F
G・)¥吋
g
x
b
ι
o
仏
門

OF仲
間

vh
山口
mw-

。
同
《
】
ぬ
円
三

5
日ロ
o-o四
5
・
N
O
E
-
-
同
・
戸
唱
え

HM・
切
。
d
N〉
H
H
J
E
P

ロ州
L
F
N
・
540・
目
。
宮
市
Y

旬
・
∞
申
∞
-
革
命
事
業
は
、
刑
訴
法
に
関
し

て
は
一
七
八
九
年
一

O
月
八
日
ー
一
一
月
三
日
法
律
に
よ
っ
て
遠
慮
が

ち
に
始
め
ら
れ
た
。
こ
の
改
革
の
経
緯
に
つ
い
て
、
中
村
義
孝
・
前
掲

論
文
六
二
六
一
良
以
下
。

(3)HWω
冨
何
回
Z
(〉・
)-CH)・円
Ff-u・企∞・

同
様
の
閑
難
さ
は
、
プ
ラ
ン

ス
の
け
州
審
制
・
自
由
心
証
主
義
を
ド
イ
ツ
に
持
ち
込
む
と
き
に
も
生
じ

た
。
ド
イ
ツ
政
府
及
び
ラ
イ
ン
右
岸
の
法
律
家
は
「
陪
審
裁
判
を
信
用

す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
自
由
心
証
主
義
は
法
律
適
用
の
安
定
性
を
害
す

る
と
考
え
た
の
で
あ
る
」
(
田
中
和
夫
・
証
拠
法
の
基
礎
理
論
〈
法
律

学
体
系
第
二
部
法
学
理
論
篇
一
四
七
〉
(
一
九
五
三
年
)
七
六
頁
〉
。

な
お
、
弁
護
人
の
媛
助
に
関
し
て
は
逆
に
イ
ギ
リ
ス
で
は
た
め
ら
わ

れ
た
。

(

4

)

同
法
は
、
巴
血
山
n
Z
H
n
O
R
H
2ロ
民
民

F-uotnmι
。
怠
ユ
ι
r
z
τ
2
-
8

2
-
E山口乙
-
0
2
-
u
b
s
z
z
E
E
n
E
仏

2
古
芯
ω

と
も
呼
ば
れ
て
い

る
。
正
確
に
い
う
と
デ
ク
レ
は
法
律
(
戸
OF)
で
は
な
い
。
「
国
王
の
裁

可
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
合
♀
》
に
な
る
」
(
野
田
良
之
・
ブ
ラ

γ
ス
法

概
論
上
巻
(
一
九
五
四
年
)
五
五
九
頁
〉
。

(5)HWω
宮
何
回
Z
(〉
Y
C同)・

2
F
-
司
品
N
由
こ
の
こ
と
は
、
陪
審
員
に
課

せ
ら
れ
た
次
の
よ
う
な
宣
誓
の
文
言
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
「
あ
な
た

が
た
は
、
有
罪
の
立
証
や
防
御
の
理
由
に
も
と
づ
き
、
自
由
人
に
ふ
さ

わ
し
い
公
平
と
確
か
さ
を
備
え
た
良
心
と
内
心
的
確
信
に
従
っ
て
判
断

す
る
こ
と
を
・
:
:
誓
う
」
(
同
法
第
二
部
七
章
二
四
条
)
。

(
6
)

自
由
心
証
主
義
が
附
審
制
と
表
裏
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
一
般

的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
い
う
陪
審
は
、
起
訴
陪
審
で
は
な
く

審
理
陥
審
な
の
だ
が
、
エ
ス
マ

γ
に
よ
れ
ば
、
起
訴
陪
審
は
文
字
通
り

イ
ギ
リ
ス
か
ら
模
倣
さ
れ
た
が
、
審
理
陥
審
は
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
に
従

わ
な
か
っ
た
、
と
さ
れ
る
(
開
ω宮
何
回
Z
(〉
-
Y
O唱
-
n
F
-
M
Y
品問・)。

(
7
)
ラ
ベ
リ
ン
グ
に
こ
だ
わ
る
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
質
を
把
握
し
て
い
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研究ノート

く
方
が
、
よ
り
建
設
的
で
あ
る
。
団
藤
重
光
「
自
由
心
証
主
義
」
刑
事

法
講
座
第
六
巻
ハ
一
九
五
三
年
)
一
一
一
九
頁
、
一
一
=
二
頁
註
(
却
)

参
照
。

(

8

)

戦
前
で
は
、
峯
岸
治
一
一
了
イ
ギ
ロ
ス
証
拠
法
研
究
(
一
九
三
八
年
)

が
、
イ
ギ
リ
ス
証
拠
法
は
法
定
証
拠
主
義
を
採
る
と
し
た
の
に
対
し

(
同
書
三
|
四
頁
)
、
田
中
和
夫
教
授
は
「
英
米
証
拠
法
は
法
定
証
拠
主

義
を
採
る
も
の
で
は
な
い
」
(
田
中
「
白
出
心
主
証
義
と
証
拠
法
ハ
ロ

民
商
法
雑
誌
一
一
巻
五
号
(
一
九
四

O
年
〉
二
九
頁
〉
と
さ
れ
た
。
戦

後
は
、
お
お
む
ね
自
由
心
証
主
義
説
で
あ
る
が
、
団
藤
博
士
が
「
一
種

の
法
定
証
拠
主
義
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
の
が
目
に
つ
く
く
ら
い
で

あ
る
(
註

7
参
照
)
。
話
の
混
乱
す
る
原
因
の
ひ
と
つ
は
、
自
由
心
証

主
義
概
念
の
把
握
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
自
由
心
証
主

義
は
、
当
初
は
証
拠
能
力
の
制
限
の
な
い
、
完
全
な

H

自
由
心
証
u

で

あ
っ
た
の
が
、
今
日
の
そ
れ
は
自
由
な
証
拠
の
「
評
価
」
の
主
義
に
す

ぎ
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
(
平
野
龍
一
・
刑
事
訴
訟
法
〈
法
律
学

講
座
叢
書
〉
〈
一
九
五
四
年
〉
七
三
頁
)
。

(
9
)
5
2
-曲
者

2
F
O
R
-
E
R
P
の
E
邑
円
高

g
g
g
s夕刊
O'

N
O
B
m
m
E
広
宮
ω
D
ロ仏

2
2
∞
2
位。
r位。
-
M

片山関口口問

L
g回
。
耳

o
-
2
2
Z
P

]
F

申
印
印
・
∞
-
H
H
∞・

(

ω

)

「
陥
審
制
度
と
拷
問
の
廃
止
と
は
、
法
定
証
拠
シ
ス
テ
ム
の
崩
擦
を

招
来
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
」
(
の
〉
河
河
〉
C
U
(
勾
Y
D
M
V
・
門
町
了
口
O

N84
唱・

2
0・
)
。
拷
問
の
廃
止
自
体
は
、
す
で
に
一
七
八

O
年
に
行
な

わ
れ
て
い
る
。

な
お
、
陪
審
制
と
拷
問
は
結
合
し
な
い
点
に
つ
き
、
戒
能
通
孝
「
陪

審
制
と
証
拠
法
」
思
想
三
六

O
号
〈
一
九
五
四
年
V

七
頁
以
下
〔
戒
能

通
孝
著
作
集

E
・
裁
判
〈
一
九
七
七
年
)
所
収
U

に
簡
単
な
説
明
が
あ

る。
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(
日
)
の
〉
同
州
知
〉
C
U
(
m
-
Y
C
M
】・ロ
-
F
-
同)・日。・

(
ロ
)
の
〉
岡
山
MN
〉
C

U

(
岡山)・

0
℃・

2
F
-
M
V
・印
H
C

同

(
日
)
の
〉
HNHN
〉
C

U

(
同p
y
o唱・
a
f
M
M
・
日
]
「

(
M
比
)
∞
吋
何
m，K
戸Z
H
(
の
)
2
F開
〈
〉
ω∞開
C
H
N
(
の
-
Y
H
》円
o
n
b与
口
円
合
唱

ars-P

同()。。
ι・・
MM釦
同

F
り
と
-
c
p
H由
、
吋
、
ア
ロ
。
自
由

--v・町一
ω
・

(
日
)
そ
の
名
称
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
は
第
一
義
的
に
は
訴
訟
法
で
あ
っ

た。

(
路
〉
切
。
d
N
K戸、吋(回以・

)
2
司
円
H
A
〉、吋
H

W

F

(
】

-
Y
C
匂・

nF
了
間
V

・∞@∞・

(
げ
)
フ
一
7

Y
ス
刑
訴
法
四
二
八
条
は
、
「
自
白
は
、
一
切
の
証
拠
資
料
と
同

じ
く
、
判
事
の
自
由
な
判
断
に
委
ね
る
」
と
規
定
し
て
お
り
、
自
由
も

自
由
心
証
主
義
の
例
外
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。

〈
叩
均
)
〉
・
剛
ハ
ユ

2
・同

-
F
0・
ω・
色
町
・
な
お
、
こ
れ
に
先
立
ち
、
一
八

三
八
年
三
月
三

O
日
ザ
ク
セ
ン
刑
訴
法
が
、
秘
密
・
糾
問
訴
訟
に
お
レ

て
で
は
あ
っ
た
が
自
由
心
証
主
義
を
宣
言
し
て
い
た
と
の
指
摘
が
あ
る

(
光
藤
・
前
掲
「
自
由
心
証
主
義
の
反
省
」
三
一
一
二
頁
)
。

(
印
)
こ
の
期
の
改
革
は
、
そ
れ
ま
で
の
遅
れ
を
取
り
戻
す
べ
く
敏
速
に
行

な
わ
れ
た
が
、
そ
れ
だ
け
つ
ぎ
は
ぎ
的
な
改
革
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

言
N
o
m
-
F
F
m・
o・-ω
・
ロ
・

(加
)

K

F

・阿ハユ
m
p
p
m
-
。・・

ω・
2
同・



(
幻
〉
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
二
六
て
粂
。

わ
が
国
の
自
由
心
証
主
義
の
成
立

わ
が
国
に
お
い
て
も
ま
た
、
証
明
の
シ
ス
テ
ム
は
、
法
定
証
拠
主
義

l
自
由
心
-
証
主
義
と
い
う
過
程
を
辿
る
。
法
定
証
拠
主
義
は
、
古
く
律
令
以

来
認
め
ら
れ
て
き
た
。
養
老
律
令
(
七
一
八
年
〉
は
、
そ
の
前
の
太
宝
律
令

4 付(七

O
一
年
)
と
同
じ
く
中
国
律
令
制
度
を
継
受
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
換

推
制
度
(
現
行
の
除
斥
・
忌
避
・
回
避
の
制
度
に
相
当
す
る
〉
、
拷
問
制
度
、

三
審
制
度
を
も
ち
、
「
凡
諸
司
断
ν
事、

悉
依
=
律
令
正
文
乙
(
裁
判
は
必
ず

法
の
明
文
に
拠
る
ベ
し
)
と
の
法
文
す
ら
有
す
る
完
備
し
た
も
の
で
あ
っ

た。
し
か
し
断
罪
す
る
に
は
自
白
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
、
ど
う
し
て

も
拷
問
(
「
堵
依
」
)
が
重
要
視
さ
れ
た
。
諸
般
の
事
情
か
ら
容
疑
が
濃
厚
で

あ
る
の
に
自
白
し
な
い
者
に
対
し
て
拷
問
が
許
さ
れ
た
が
、
た
だ
、
特
に
身

分
の
高
い
者
、
一
六
歳
以
下
の
者
、
七

O
歳
以
上
の
者
、
病
人
、
妊
婦
に
拷

自由心証主義の課題

問
を
加
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
そ
の
か
わ
り
三
人
以
上
の
証
人
が
あ
れ
ば

(
4
丈
島
}

自
白
が
な
く
て
も
断
罪
で
き
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
糾
問
主
義
を
背
景
と
し

た
法
定
証
拠
主
義
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
の
後
こ
の
法
定
証
拠
主
義
は
、
鎌
倉
時
代
以
降
の
武
家
社
会
に
引
き
継

が
れ
、

明
治
維
新
後
は
、
新
律
綱
領
土
八
七

O
年)、

改
定
律
例
(
一
八

七
三
年
〉
に
継
受
さ
れ
た
。
そ
れ
に
伴
っ
て
拷
問
も
法
制
上
認
め
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
こ
の
拷
問
が
、
と
も
か
く
も
近
代
化
の
絡
に
就
い
た
わ
が
国

で
、
批
判
の
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
侍
代
の
趨
勢
と
い
ん
目
。

し
か
し
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
「
拷
問
の
制
は
、
思
想
的
に
は
国
家
絶
対
主

義
或
は
封
建
主
義
と
結
合
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
訴
訟
技
術
的
に
考
察
す
れ
ば

法
定
証
拠
主
義
と
必
然
的
に
結
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
か
ら
「
拷
問
の
廃

止
は
か
か
る
法
定
証
拠
主
義
の
撤
廃
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
」
か
っ

た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
拷
問
日
法
定
証
拠
主
義
の
廃
止
と
自
由
心
証
主
義
の
樹
立

の
文
字
通
り
の
功
労
者
が
、
ボ
ワ
プ
ナ

1
V
そ
の
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
目

さ
れ
て
よ
い
。
ボ
ワ
ソ
ナ
i
ド
は
一
八
七
五
年
(
明
治
八
年
)
、
日
本
の
拷

聞
の
現
場
を
見
て
驚
き
、
大
木
司
法
卿
宛
に
拷
問
廃
止
の
意
見
蓄
を
出
す
。

同
そ
し
て
そ
れ
は
、
翌
年
、
拷
問
廃
止
・
自
由
心
証
主
義
の
採
用
と
い
う
形
で

政
府
に
容
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
ボ
ワ
ソ
ナ
i
ド
の
建
議
の
内
容

は
、
「
刑
事
法
に
お
け
る
証
拠
に
つ
い
て
の
覚
え
書
」
が
明
ら
か
に
し
て
く

れ
る
。同

覚
え
書
は
ま
ず
拷
問
の
非
人
道
性
、
不
正
義
な
ど
四
つ
の
理
由
を
挙
げ

て
そ
の
廃
止
を
説
き
、
そ
の
結
果
維
持
が
困
難
と
な
る
法
定
証
拠
主
義
に
か

え
て
、
自
由
心
証
主
義
の
採
用
を
勧
め
る
。
自
由
心
証
に
関
し
て
は
、
証
拠

オヒ法31(1・195)195
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に
優
劣
が
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
フ
ラ
ン
ス
治
罪
法
三
四
二
条
を
挙
げ
て

「
裁
判
官
ま
た
は
陪
審
員
は
、
慎
重
で
公
平
な
審
理
の
の
ち
に
、
有
罪
の
確

実
な
心
証
に
達
し
た
な
ら
ば
、
有
罪
の
言
渡
し
を
す
る
こ
と
が
で
き
一
犯
」
と

述
べ
て
い
る
。

注
目
す
べ
き
は
、
拷
問
廃
止
の
四
つ
の
理
由
の
う
ち
第
四
点
目
、
す
な
わ

ち
拷
問
は
「
日
本
が
外
国
人
に
対
す
る
裁
判
権
を
獲
得
す
る
う
え
で
の
抜
き

難
い
障
害
と
な
る
」
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
第
四
点
目
が
、
日
本
を

(
珂
)

し
て
拷
問
廃
止
に
踏
み
切
ら
せ
る
最
大
の
理
由
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、

、
、
、

わ
が
国
の
自
由
心
証
主
義
が
上
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆

(
M
)
 

す
る
。同

か
よ
う
な
ボ
ワ
ソ
ナ
l
ド
の
建
議
を
う
け
て
、
翌
一
八
七
六
年
(
明

治
九
年
)
元
老
院
は
、
議
官
陸
奥
宗
光
提
出
の
号
外
第
四
号
議
案
「
改
定
律

例
第
三
百
十
八
条
改
正
に
関
す
る
意
見
書
」
を
審
議
・
可
決
し
た
。

そ
の

後
、
司
法
省
、
法
制
局
か
ら
も
同
様
な
議
が
出
さ
れ
、
遂
に
改
定
律
例
三
一

(
げ
}

八
条
は
「
凡
ソ
罪
ヲ
断
ズ
ル
ハ
証
ニ
依
ル
」
と
改
正
さ
れ
た
。
同
時
に
出
さ

れ
た
司
法
省
達
に
お
い
て
、
「
断
罪
証
拠
ノ
儀
ハ
各
其
心
得
モ
有
之
候
得
共

為
念
左
ニ
相
示
侠
条
此
旨
相
達
候
事
」
と
前
置
き
し
て
各
種
証
拠
方
法
を
列

挙
し
「
前
件
ノ
一
証
拠
-
一
依
リ
罪
ヲ
断
ズ
ル
ハ
専
ラ
裁
判
官
信
認
ス
ル
所
ニ
ア

(
日
)

リ
」
と
し
て
、
自
由
心
証
主
義
が
宣
言
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
自
由
心
証
主
義
は
、
わ
が
国
初
の
近
代
的
刑
訴
法
典
た
る
治
罪

法
典
(
一
八
八

O
年
)
に
明
定
さ
れ
、
明
治
刑
訴
(
一
八
九

O
年
)
、
大
正

北法31(1・196)196

刑
訴
(
一
九
二
二
年
)
と
受
け
継
が
れ
、
戦
後
英
米
法
の
影
響
下
で
制
定
さ

れ
た
現
行
刑
訴
法
(
一
九
四
八
年
)
も
法
文
の
文
言
に
み
る
限
り
、
大
陸
法

の
伝
統
に
従
っ
て
い
石
戸

(

l

)

団
藤
重
光
・
刑
法
の
近
代
的
展
開
(
一
九
四
八
年
)
三
三
頁
。

ハ
2
〉
佐
々
波
奥
佐
次
郎
・
日
本
刑
事
法
制
史
〈
一
九
六
七
年
〉
四
九
六
頁
。

(

3

)

森
川
哲
郎
・
拷
問
(
一
九
七
四
年
〉
九
頁
。

(

4

)

同
右
。

(

5

)

た
だ
し
、
こ
こ
で
法
定
註
拠
主
義
と
名
付
け
る
の
も
便
宜
的
な
も
の

で
あ
っ
て
、
ど
の
程
度
「
確
信
」
と
い
う
こ
と
が
重
視
さ
れ
た
か
と
い

う
と
疑
問
が
な
い
で
は
な
い
。
形
式
的
証
拠
主
義
に
近
い
も
の
で
あ
っ

た
虫

(
6
)

改
定
律
例
(
明
治
六
年
〔
一
八
七
三
年
〕
六
月
太
政
官
第
二

O
六
号
)

第
コ
二
八
条
凡
罪
ヲ
断
ス
ル
ハ
、
口
供
結
案
ニ
依
ル
、
若
シ
甘
結
セ
ス

シ
テ
、
死
亡
ス
ル
者
ハ
、
証
左
ア
リ
ト
雄
モ
、
其
罪
ヲ
論
セ
ス
。

(

7

)

団
藤
・
前
掲
(
註
1
)
一
二
一
頁
以
下
、
双
川
喜
文
・
拷
問
(
一
九
五

七
年
)
七
一
頁
以
下
。
何
と
一
八
七
九
年
(
明
治
二
一
年
)
ま
で
、
法

制
上
拷
問
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

(

8

)

一
八
七
四
年
ハ
明
治
七
年
)
五
月
、
津
回
真
一
郎
は
『
明
六
雑
誌
』

上
に
「
拷
問
論
」
を
発
表
、
イ
F
リ
ア
の
ベ
ツ
カ
リ
寸
ア
の
説
を
祖
述
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し
て
拷
問
廃
止
を
主
張
し
、
拷
問
廃
止
が
不
平
等
条
約
改
正
の
要
件
で

あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
官
界
・
言
論
界
に
影
響
を
与
え
た
(
双
山
川
・
前

掲
書
七
五
頁
〉
。

(

9

)

間
藤
・
前
掲
(
註
1
)
一
二
三
|
三
回
頁
。

(
山
山
〉
フ
ラ
ン
ス
の
法
学
者
ボ
ワ
ソ
ナ
l
ド
の
招
聴
は
、
「
民
族
的
悲
願
で

あ
る
条
約
改
正
の
前
提
条
件
と
し
て
法
制
度
の
Z

オ
ロ
ッ
パ
化
を
推
進

す
る
際
」
プ
ラ
ジ
ス
諸
法
典
を
参
考
に
し
よ
う
と
し
た
背
景
の
も
と
で

な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
(
大
久
保
泰
甫
「
ポ
ワ
ソ
ナ
ア
ド
」
潮
見
俊
隆

日
利
谷
信
義
編
・
日
本
の
法
学
者
(
一
九
七
五
年
)
三
八
頁
。
さ
ら

に
、
大
久
保
泰
甫
・
ボ
ワ
ソ
ナ
ア
ド
八
岩
波
新
書
〉
(
一
九
七
七
年
)

九
六
頁
以
下
参
照
)
。

(
日
)
双
川
・
前
掲
書
七
五
頁
、
青
柳
女
雄
・
刑
事
訴
訟
法
入
門
(
一
九
七

四
年
)
八
頁
。

(
ロ
)
吉
川
経
夫
他
訳
・
ボ
ワ
ソ
ナ

i
ド
答
問
録
〈
法
政
大
学
〉
(
一
九
七

八
年
)
三
七
頁
以
下
。
出
典
の
解
題
は
、
同
書
一
四
頁
以
下
に
吉
川
教

援
が
書
い
て
お
ら
れ
る
。

(
日
)
同
右
凶
二
頁
。

(

M

)

同
右
三
七
真
。

(
日
)
大
久
保
・
前
掲
(
岩
波
新
書
)
一

O
二
、
一

O
五
頁
以
下
。

(
時
)
双
川
・
前
掲
書
七
五
頁
参
照
。
ま
た
、
同
趣
旨
の
指
摘
と
し
て
、
青

柳
・
前
掲
(
註
日
)
八
頁
。

(
げ
)
明
治
九
年
〔
一
八
七
六
年
〕
六
月
一

O
日
太
政
官
布
告
第
八
六
号
。

(
泌
)
明
治
九
年
円
-
八
七
六
年
〕
八
月
二
八
日
大
審
院
お
よ
び
各
裁
判
所

に
宛
て
ら
れ
た
司
法
省
達
。

(
叩
印
)
治
罪
法
典
第
一
四
六
条
。
同
条
第
二
項
は
「
被
告
人
ノ
白
状
官
吏
ノ

検
証
調
書
証
拠
物
件
証
人
/
陳
述
鑑
定
人
ノ
申
立
其
他
諸
般
ノ
徴
惣
ハ

裁
判
官
ノ
判
定
三
位
ス
」
と
宣
明
す
る
。
註
釈
と
し
て
、
織
田
純
一
郎

・
治
罪
法
註
釈
(
一
八
八

O
年
〉
二
六
二
頁
以
下
。

(
川
山
)
法
文
の
変
遷
に
つ
き
、
団
藤
・
前
掲
「
自
由
心
証
主
義
」
一
二
-
一

O

頁
註
(
九
)
参
照
。
旧
刑
訴
三
三
七
条
と
現
行
三
一
八
条
の
文
言
は
殆

ど
同
じ
だ
が
、
現
行
法
は
、
自
由
を
自
由
心
証
主
義
の
例
外
と
し
、
少

な
く
な
い
証
拠
能
力
の
制
限
を
も
っ
。

経
験
則
と
自
由
心
証
主
義

1 

従
来
の
通
説

自
由
心
証
主
義
が
経
験
法
則
(
経
験
則
)
な
い
し
論
理
則
と
い
う
枠

に
制
限
さ
れ
る
と
の
理
解
は
、
わ
が
国
固
有
の
も
の
で
は
勿
論
な
い
が
、
こ

付
」
で
は
わ
が
国
に
お
け
る
そ
の
跡
づ
け
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。

大
正
八
年
に
第
四
版
を
重
ね
た
林
額
三
郎
大
審
院
検
事
の
教
科
書
で
は
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証
拠
評
価
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
〔
証
拠
判
断
に
あ
た
っ
て
〕
実
験
上
/
法
則
(
開
『

p
r
z口
問
怒
旦
N

)

ヲ
無
視
ス
ル
ヲ
得
ス
:
:
:
蓋
推
理
ト
云
ヒ
判
断
ト
云
フ
ハ
要
ス
ル
ニ
実

験
上
ノ
法
則
ヲ
適
用
ジ
テ
結
論
ヲ
抽
出
ス
ル
ヨ
ト
ヲ
謂
ブ
ニ
外
ナ
ラ
サ
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レ
ハ
此
法
則
ヲ
無
視
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
コ
ト
ハ
自
明
当
然
ノ
理
ナ
リ
ト
謂

ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
(
大
正
三
年
一
月
二
四
日
大
判
ハ
突
験
上
ノ
法
則
ニ

(
2
)
 

反
シ
テ
判
断
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
上
告
ノ
理
由
ト
ナ
ル
ト
説
明
セ
リ
)
」

林
検
事
自
身
、
「
実
験
上
ノ
法
則
」
違
反
が
上
告
理
由
に
な
る
と
は
直
接

述
べ
て
い
な
い
が
、
そ
こ
に
挙
示
す
る
判
例
か
ら
し
て
、
時
に
こ
れ
を
認
め

て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

」
れ
が
牧
野
博
士
に
な
る
と
、
は
っ
き
り
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
証
拠
ヨ
リ
ジ
テ
一
定
ノ
事
実
ヲ
認
識
ス
ル
ノ
推
度
ハ
論
理
上
当
然

/
法
則
ニ
従
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
此
ノ
法
則
ニ
反
ス
ル
ト
キ
ハ
又
判
決

理
由
ノ
幽
断
ア
ル
モ
ノ
ト
ス
(
四
一

O
条
第
一
九
号
〉
」

こ
こ
で
は
法
令
違
反
で
は
な
く
、
理
由
蹴
酷
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
平

沼
博
士
は
重
大
な
る
事
実
誤
認
の
問
題
と
す
る
。
同
博
士
の
説
く
と
こ
ろ
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
自
由
心
証
主
義
ニ
依
レ
ハ
法
規
ヲ
以
テ
判
事
ノ
判
断
ヲ
拘
束
セ
サ

ル
モ
実
験
法
則
ニ
違
反
シ
タ
ル
推
理
ヲ
認
容
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
、
議
証

拠
判
断
力
実
験
法
則
ニ
従
プ
ヲ
要
ス
ル
ハ
訴
訟
法
ノ
大
原
則
ナ
リ
、
之

ヲ
無
視
シ
テ
為
シ
タ
ル
事
実
ノ
判
断
ハ
選
法
ナ
リ
、
故
-
一
上
告
審
-
一
於

テ
破
棄
ヲ
免
ル
へ
キ
モ
ノ
ニ
非
ス
」

「
〔
事
実
の
認
定
に
は
実
験
法
則
を
適
用
す
べ
し
と
の
〕
要
求
ニ
違
背

γ
タ
ル
事
実
ノ
認
定
ハ
法
ノ
形
式
-
一
連
7
所
ナ
キ
モ
法
ノ
精
神
ト
背
馳

ス
、
思
フ
ニ
明
ニ
実
験
法
則
ト
背
馳
ス
ル
判
断
ハ
法
律
ニ
違
反
ス
ル
モ

ノ
ト
論
ス
ル
ヲ
至
当
ト
ス
ヘ
ジ
」

小
野
博
士
に
あ
っ
て
は
、
上
告
理
由
と
の
関
連
に
お
け
る
経
験
則
の
機
能

を
少
し
く
別
異
に
捉
え
て
い
る
。
博
士
は
自
由
心
証
主
義
は
経
験
法
則
に
従

う
こ
と
を
要
す
る
と
の
立
場
は
と
り
つ
つ
も
、
そ
こ
に
い
う
経
験
法
則
違
反

が
上
告
理
由
に
な
る
と
は
考
え
な
い
。
博
士
は
、
い
か
な
る
場
合
に
旧
刑
訴

四
一
四
条
の
「
重
大
な
る
事
実
の
誤
認
」
が
あ
る
か
に
つ
い
て
、
「
其
は
判

決
を
記
録
と
照
合
し
、
経
験
上
の
法
則
に
よ
っ
て
之
宏
決
す
べ
き
で
あ
る
」

と
い
う
。
こ
れ
は
、
も
は
や
経
験
則
を
法
規
と
同
視
し
て
上
告
理
由
と
す
る

意、
以味
上で
i:J' の
戦経
前験
の則
学大
説前
の提
大論
まで、
均、 t工
なな
流い
れと
でい
あえ
る日る。、

(::) 

戦
後
も
、
通
説
は
経
験
則
論
を
墨
守
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
団
藤
博

士
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

「
証
拠
の
評
価
は
、
性
質
上
、
直
感
的
要
素
を
含
む
が
、
全
体
と
し

て
経
験
上
の
法
則
と
論
理
上
の
法
則
と
に
し
た
が
っ
て
行
な
わ
れ
る
こ

と
を
要
す
る
:
:
:
か
よ
う
に
証
拠
の
評
価
が
経
験
上
の
法
則
と
論
理
上

の
法
則
に
し
た
が
っ
て
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
か

ら
、
〔
証
拠
の
取
捨
選
択
等
の
不
合
理
さ
の
〕
程
度
の
は
な
は
だ
し
い

と
き
は
、
上
告
審
に
お
い
て
も
職
権
に
よ
る
破
棄
の
理
由
と
な
り
う
る

(
四
}

の
で
あ
る
(
四
一
一
条
三
号
)
」
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田
中
和
夫
教
授
も
戦
後
の
著
書
の
中
で
、
「
演
終
的
三
段
論
法
の
推
理
」

と
い
う
言
い
方
で
同
様
の
議
論
を
繰
り
返
し
て
お
ら
れ
る
。

平
野
教
授
も
ま
た
通
説
的
立
場
か
ら
、
自
由
心
証
主
議
に
対
し
て
一
定
の

枠
と
し
て
の
経
験
則
の
必
要
性
を
挙
げ
、
「
経
験
法
則
に
違
反
し
て
事
実
認

定
を
行
っ
た
と
き
は
、
法
令
の
違
反
と
し
て
破
棄
し
う
る
:
:
:
(
が
)
こ
の

ば
あ
い
は
経
験
法
則
と
い
う
抽
象
的
な
法
則
を
考
え
た
上
で
、
そ
れ
に
反
す

る
と
判
断
す
る
必
要
は
な
く
、
具
体
的
証
拠
か
ら
具
体
的
事
実
を
認
定
す
る

こ
と
自
体
が
妥
当
で
な
い
と
い
う
だ
け
で
よ
い
」
と
い
う
。

し
か
し
戦
後
に
な
っ
て
重
要
な
の
は
、
こ
の
経
験
則
大
前
提
論
に
対
す
る

反
論
が
、
有
力
に
な
さ
れ
は
じ
め
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
通
説
に
対
し
、
は

じ
め
に
槌
を
打
ち
込
ん
だ
の
は
斎
藤
朔
郎
判
事
で
あ
る
。
斎
藤
判
事
は
、
実

務
家
的
見
地
か
ら
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

自由心証主義の課題

「
わ
れ
わ
れ
実
務
家
が
、
日
常
の
裁
判
を
す
る
に
当
っ
て
、
現
実
に

行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
顧
み
る
と
、
窮
極
の
事
実
認
定
を
す
る
の
に
は
、

経
験
則
を
用
い
て
判
断
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
、

常
に
三
段
論
法
的
演
線
推
理
の
方
法
に
よ
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い

と
、
私
も
考
え
る
。
或
る
事
案
に
お
い
て
、
五
つ
の
情
況
証
拠
が
揃
っ

て
、
そ
れ
等
を
綜
合
し
て
一
つ
の
犯
罪
事
実
を
認
定
す
る
と
い
う
場
合

に
、
同
様
な
情
況
証
拠
が
揃
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
事
実
を
認
定
す
る
の

が
、
相
当
で
あ
る
と
す
る
と
の
経
験
則
の
大
前
提
が
あ
る
と
い
っ
て
み

(
叫
}

て
も
、
ナ
ン
セ

γ
ス
だ
と
思
う
」
「
大
審
院
判
例
以
来
、
経
験
則
違
背

で
原
判
決
を
破
棄
し
て
い
る
例
は
移
し
い
数
に
上
っ
て
い
る
。
ヤ
し
か

し
そ
れ
は
〕
原
判
決
の
認
定
が
合
理
的
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
経
験
則

(
団
)

違
背
だ
と
い
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
、
私
は
思
う
」

斎
藤
判
事
の
い
う
よ
う
に
、
経
験
則
大
前
提
論
は
事
実
認
定
の
分
析
に
成

功
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
同
判
事

の
い
う
「
観
念
の
遊
戯
」
と
い
っ
た
無
害
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

毛
利
与
一
博
士
の
通
説
へ
の
反
論
は
多
岐
に
一
日
一
る
が
、
こ
れ
を
、
経
験
則

大
前
提
論
の
①
論
理
的
不
可
能
性
と
、
②
実
際
的
不
可
能
性
に
分
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

三
段
論
法
は
「
言
葉
に
表
現
す
る
こ
と
の
で
き
る
推
理
で
あ
る
。
一
言

① 
葉
で
い
え
な
い
三
段
論
法
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
」
の
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
大
前
提
た
る
経
験
則
は
「
仮
り
に
そ
ん
な
経
験
則
が
あ
る
と
し
て
も
、

こ
れ
を
ど
う
い
い
現
わ
し
て
よ
い
の
か
、
少
な
く
と
も
こ
れ
を
現
す
べ
き
言

葉
を
知
ら
な
い
」
、

雪士
ロ口

め
の
説
得
的
権

でそ
もれ
たゆ
たえ

いgT
う
な

段
論
法
t土

論
理
の
精
確
も
理

②
「
経
験
は
必
ず
し
も
経
験
法
則
に
帰
納
さ
れ
る
も
の
と
は
限
ら
な
い
」

の
で
あ
っ
て
、
「
裁
判
官
が
修
練
を
通
じ
て
自
得
し
た
技
術
を
す
べ
て
、
通

常
人
に
汎
通
な
経
験
的
法
則
の
み
に
集
約
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
無
理
」
で

あ
る
。
一
い
っ
た
い
、
通
説
は
経
験
則
の
具
体
的
内
容
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
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の
だ
ろ
う
か
。
小
島
建
彦
判
事
は
最
近
の
論
文
の
中
で
、
供
述
証
拠
の
評
価

に
お
け
る
経
験
則
の
例
を
幾
っ
か
挙
げ
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
が
、
大
前

提
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
程
法
則
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
い
う
る
か
、
甚
だ
疑

(
同
)

問
で
あ
る
。右

に
み
た
よ
う
に
、
自
由
心
証
主
義
も
経
験
則
に
反
し
な
い
こ
と
を

要
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
「
余
り
に
内
容
が
と
.
ほ
し
く
て
次
元
が
低
い
」

同
と
い
え
る
。
し
か
し
通
説
の
意
味
は
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

か
つ
て
藤
野
判
事
が
正
当
に
指
摘
し
た
よ
う
に
「
経
験
則
は
、
上
告
審
が
事

実
審
の
認
定
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
手
段
と
し
て
考
察
し
た
も
の
」
だ
と
い

う
点
に
あ
る
。
現
行
法
は
大
審
院
時
代
と
異
り
、
事
実
問
題
が
「
広
汎
な
職

権
破
棄
事
由
(
刑
訴
四
一
一

3
・
4
)
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
経
験
則
違
反

と
し
た
と
こ
ろ
で
同
じ
職
権
破
棄
事
由
に
過
ぎ
な
い
(
同
1
ど
と
い
う
面

が
あ
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
最
高
裁
が
事
実
審
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
す
る
に
際
し
、
「
や
は
り
根
底
に
経
験
則
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
論
理
的
統
一
を
図
ろ
う
と
す
る
こ
と
と
、
更
に
こ
れ
等
の
方
法
ハ
事
実

誤
認
、
理
由
不
備
等
の
実
定
法
上
の
他
の
方
法

i
引
用
者
註
〉
で
カ
バ
ー
で

(
時
)

き
な
い
と
き
に
経
験
則
違
反
を
持
ち
出
し
て
処
理
す
る
」
こ
と
か
ら
考
え
て

経
験
則
論
批
判
の
意
義
は
い
さ
さ
か
も
失
わ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
藤
野
判
事
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
通
説
と
反
対
説
の
最
も
重
要

な
差
異
は
「
上
告
審
が
下
級
審
の
事
実
認
定
に
加
え
る
干
渉
の
具
合
の
差
」

北法31(1・200)200

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、
判
例
に
お
け
る
「
干
渉
」
の
実
際
を
検
討
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

i

)

経
験
則
論
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
発
展
・
展
開
さ
れ
た
。
こ
の
点
に

つ
き
、
光
藤
・
前
掲
「
自
由
心
証
主
義
の
反
省
」
六
七
二
頁
以
下
。

な
お
、
ポ
l
ネ
は
、
心
証
形
成
過
程
を
、
従
来
の
経
験
則
論
か
ら
離

れ
て
、
心
理
学
的
に
立
ち
入
っ
て
解
明
し
よ
う
と
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、

「
確
信
」
形
成
を
論
理
則
で
説
明
す
る
の
は
無
理
で
あ
り
、
「
(
間
接
事

実
に
よ
る
)
証
明
は
、
た
と
え
あ
ら
ゆ
る
推
論
に
関
す
る
論
理
則
を
考

慮
の
う
え
最
大
の
慎
重
さ
と
自
制
と
を
も
っ
て
行
な
わ
れ
た
と
し
て

も
、
蓋
然
的
判
断
を
可
能
に
す
る
に
す
ぎ
な
い
」
の
0
2
r
o
E
切
C
Y
ロ
0・

N
C門
司
ω可
n
r
c
-
c
m
Z
仏

2
H
F
n
Z
2
z
n
y
oロ
己
ゲ
ぬ
円
NOE間
口
口
問
∞

Z
E
E口問・

5AH∞・

ω
-
S
F
〔
庭
山
英
雄
・
問
中
嘉
之
訳
・
裁
判
官
の
心
証
形
成

の
心
理
学
・
中
京
法
学
一
回
巻
一
勾
ハ
一
九
七
九
年
)
三
六

l
一
ニ
七
頁
〕
。

フ
ラ
ン
ス
刑
訴
に
お
い
て
は
、
特
に
裁
判
官
を
拘
束
す
る
理
論
は
な

い
よ
う
で
あ
る
。
在
拠
評
価
の
自
由
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ

る
。
「
自
由
心
証
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
裁
判
官
は
、
彼
に
委
ね
ら

れ
た
祇
拠
の
価
値
を
ま
っ
た
く
自
由
に
評
倒
す
る
。
彼
は
、
手
許
の
在

拠
に
彼
が
与
え
た
証
明
力
に
つ
い
て
の
ど
ん
な
正
当
理
由
を
述
べ
る
こ

と
な
く
、
彼
の
良
心
に
従
っ
て
判
断
を
な
し
、
罪
責
に
つ
い
て
確
信
を

得
た
か
否
か
に
応
じ
て
、
有
罪
あ
る
い
は
無
罪
を
言
い
渡
す
」

ω叶
何
司
〉

Z
H
(の・
)
2
F肘
〈
〉

ωω
何

c
m
(の
-
Y
C
匂
・
己
了
ロ
。
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-u

・ω
。・

(

2

)

林
額
三
郎
・
刑
事
訴
訟
法
〔
第
四
阪
U

(

一
九
一
九
年
)
九
九
頁
。

(

3

)

引
用
文
中
括
弧
内
の
判
例
は
、
次
節
で
採
り
あ
げ
る
0

1
ノ

(

4

)

牧
野
英
一
・
新
訂
刑
事
訴
訟
法
全
〔
新
訂
十
一
阪
U

(

一
九
二
四
年
〉

〆，、、

二
一
七
頁
。

(

5

)

旧
刑
訴
(
い
わ
ゆ
る
大
正
刑
訴
)
法
四
一

O
条
左
ノ
場
合
ニ
於
テ

ハ
常
ニ
上
告
ノ
理
由
ア
ル
モ
ノ
ト
ス
一
九
号
判
決
-
一
理
由
ヲ
附
セ

ス
又
ハ
理
由
ニ
魁
餅
ア
ル
ト
キ

(
6
)

旧
刑
訴
法
四
一
四
条
重
大
ナ
ル
事
実
ノ
誤
認
ア
ル
コ
ト
ヲ
疑
フ
ニ

足
ル
ヘ
キ
顕
著
ナ
ル
事
由
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
上
告
ノ
理
由
ト
為
ス
コ
ト

ヲ
得

自由心証主義の課題

(

7

)

平
沼
験
一
郎
・
新
刑
事
訴
訟
法
要
論
〔
改
訂
増
補
十
二
版
〕
(
一
九

二
七
年
)
五
一
六
頁
。

(

8

)

同
六
二
六
ノ
二

l
六
二
七
頁
。

(

9

)

小
野
清
一
郎
・
刑
事
訴
訟
法
講
義
・
全
〔
全
訂
三
版
〕
(
一
九
三
三

年
)
二
九

O
頁。

(
凶
)
同
五
四
七
頁
。

(
日
)
以
上
の
ほ
か
、
戦
前
の
論
文
で
は
、
小
山
松
士
口
「
刑
事
訴
訟
に
於
け

る
公
知
の
事
実
と
実
験
則
」
法
曹
会
雑
誌
コ
一
巻
四
号
(
一
九
二
五
年
)

一
頁
以
下
、
特
に
一
回
頁
、
問
中
和
夫
「
自
由
心
証
主
義
と
証
拠
法

付
」
民
商
法
雑
誌
一
一
巻
五
号
(
一
九
四

O
年
)
一
二
一
一
良
。
い
ず
れ
も

経
験
則
論
を
と
る
。

(
ロ
)
団
藤
・
新
刑
事
訴
訟
法
制
要
〔
七
訂
版
〕
(
一
九
六
七
年
〉
六
一
一
l
i

六
三
頁
。

(
日
)
田
中
和
夫
・
証
拠
法
(
一
九
五
二
年
)
六
七
頁
以
下
。

(
凶
)
平
野
龍
一
・
刑
事
訴
訟
法
〈
法
律
学
講
座
叢
書
〉
(
一
九
五
四
年
)
七

四
|
七
五
頁
。

(
日
〕
斎
藤
朔
郎
・
事
実
認
定
論
(
一
九
五
問
年
)
八
一
頁
〔
阿
・
刑
事
訴

訟
論
集
(
一
九
六
五
年
)
所
収
〕
。

(
凶
)
同
・
八
八
頁
。

(
げ
)
毛
利
与
一
・
自
由
心
証
諭

l
有
罪
心
証
と
し
て
の
(
一
九
五
六
年
)

一
三
五
τ
良。

(
時
〉
同
』
三
八
頁
。

(
凶
)
小
島
建
彦
「
裁
判
官
の
知
識
経
験
と
事
実
認
定
」
鴨
先
生
古
品
開
祝
賀

-
刑
事
裁
判
の
理
論
(
一
九
七
九
年
〉
一
二
一
四

l
一
一
一
一
五
頁
。
こ
こ
に

ら
る
よ
う
な
、
た
と
え
ば
「
物
一
訴
は
人
証
に
勝
る
」
と
い
う
原
則
違
背

が
、
法
令
違
反
に
対
応
す
る
よ
う
な
違
背
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
経
験

則
を
余
り
一
般
化
し
て
し
ま
う
と
、
無
意
味
無
内
容
と
な
る
し
、
余
り

具
体
的
内
容
を
盛
り
込
む
と
、
そ
れ
は
、
一
図
的
経
験
事
実
で
は
あ
り

え
て
も
、
も
は
や
経
験
「
法
則
」
と
は
い
え
な
い
。
経
験
則
論
は
、
か

よ
う
に
、
理
論
的
に
も
二
律
背
反
の
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
る
。

(
却
)
田
村
豊
・
裁
判
上
の
証
明
(
一
九
六

O
年
)
は
し
が
き
。
た
だ
し
田

村
博
士
自
身
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
論
閣
内
則
・
経
験
則
の
具
体
化
と
い
う

方
向
で
あ
る
。
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(
幻
)
藤
野
・
前
掲
論
文
三

O
頁
。
藤
野
判
事
は
、
ま
ず
通
説
、
反
対
説
を

検
討
し
て
「
経
験
則
の
設
定
は
フ
ィ
ク
シ
ョ

γ
」
と
解
し
た
上
で
、
更



研究ノート

に
通
説
の
存
在
意
義
を
追
求
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
斎
藤
・
毛
利

反
論
を
一
歩
進
め
た
も
の
と
評
し
う
る
。

(
辺
)
青
柳
文
雄
「
刑
事
裁
判
に
お
け
る
自
由
心
証
」
総
合
判
例
研
究
叢
書

-
刑
事
訴
訟
法
回
(
一
九
六
凶
年
〉
一
二
八
頁
。

(
お
)
藤
野
・
前
掲
論
文
三

O
頁。

(
担
〉
同
二
三
頁
。
註
泣
参
照
。

2 

通
説
の
果
た
し
た
役
割

l
l判
例
|
|

付

最
高
裁
昭
和
五
一
年
一

O
月
一
一
一
日
再
審
開
始
決
定
の
中
で
、
最
高

裁
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
〔
再
審
理
由
の
判
断
の
際
に
「
疑
わ
し
い
と
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」

の
原
則
を
適
用
す
る
こ
と
は
〕
再
審
請
求
を
う
け
た
裁
判
所
が
、
特
段

の
苓
情
も
な
い
の
に
、
み
だ
り
に
判
決
裁
判
所
の
心
証
形
成
に
介
入
す

(
2
}
 

る
こ
と
を
是
と
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
」

一
般
論
と
し
て
は
誠
に
妥
当
な
態
度
と
い
え
る
。
こ
こ
で
再
審
の
問
題
に

ま
で
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
が
、
確
定
判
決
の
事
実
認
定
が
軽
々
に
動
掃
さ

せ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
点
に
、
異
論
は
な
い
と
思
わ
れ
れ
れ
0

そ
し

て
、
事
実
審
の
事
実
認
定
の
尊
重
と
い
う
点
で
は
、
再
審
に
限
ら
ず
、
通
常

上
訴
の
場
合
に
も
同
様
な
こ
と
が
い
え
る
筈
で
あ
る
。
ま
し
て
被
告
人
に
不

利
益
な
再
審
を
認
め
て
お
ら
ず
、
他
方
、
通
常
上
訴
に
お
い
て
検
察
官
上
訴

を
認
め
て
い
る
わ
が
現
行
法
を
前
提
に
す
れ
ば
、
再
審
で
事
実
審
の
心
証
形

成
に
「
介
入
」
し
て
も
せ
い
ぜ
い
被
告
人
に
利
益
に
な
る
だ
け
な
の
に
対
し
、

通
常
上
訴
の
場
合
に
は
事
実
審
の
無
罪
が
く
つ
が
え
さ
れ
る
余
地
を
拡
げ
る

こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
再
審
で
原
審
の
自
由
心
証
へ
の
配
慮
が
必
要
な

(
b
)
 

ら
、
通
常
上
訴
に
お
い
て
も
同
じ
配
慮
は
必
要
な
の
で
あ
る
。

わ
が
国
の
判
例
に
お
い
て
、
こ
の
点
へ
の
配
慮
が
欠
け
て
い
な
い
か
、
以

下
に
概
観
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
、
経
験
則
H
上
告
理
由
の
鳴
矢
と
目
さ
れ
る
大
審
院
大
正
三
年

一
月
二
四
日
判
決
を
挙
げ
る
。

tコ
「
証
拠
ユ
依
リ
認
メ
タ
ル
一
ノ
事
実
ヨ
リ
他
ノ
事
実
ヲ
推
定
ス
ル
ハ

事
実
承
審
官
ノ
職
権
ニ
一
周
ジ
荷
ク
モ
其
推
定
カ
実
験
上
/
法
則
(
戸
市
触

セ
サ
ル
限
日
之
ヲ
非
難
シ
テ
以
テ
上
告
ノ
理
由
ト
為
ス
ニ
足
ラ
ス
」

こ
れ
は
実
験
則
違
反
が
上
告
理
由
と
な
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
が
、
市
中
友

に
つ
い
て
は
否
定
し
て
い
る
た
め
、
法
令
違
背
と
考
え
て
い
る
の
か
理
由
蹴

(
8
)
 

続
と
考
え
て
い
る
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
同
様
に
、
最
高
裁
昭
和
二
三
年

一
一
月
一
六
日
判
決
も
、
証
拠
の
取
捨
選
択
、
事
実
の
認
定
過
程
は
経
験
則

に
反
し
え
な
い
と
一
般
的
に
い
う
だ
け
で
、
ど
の
上
告
理
由
に
該
る
の
か
ま

(
9
v
 

で
は
っ
き
り
し
な
い
。

(
叫
)

こ
の
点
、
最
高
裁
昭
和
二
五
年
一
月
一
一
二
日
判
決
に
な
る
と
、
だ
い
ぶ
明

ら
か
に
な
る
。
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事
案
は
窃
盗
被
告
事
件
で
、
被
告
人
の
精
神
異
常
の
有
無
が
問
題
と
な
っ

た
。
第
一
審
の
新
宿
簡
裁
・
東
京
簡
裁
、
第
二
審
の
東
京
地
裁
は
精
神
異
常

の
主
張
を
認
め
ず
共
に
有
罪
、
上
告
審
た
る
東
京
高
裁
は
「
原
審
の
被
告
人

の
精
神
状
態
に
関
す
る
認
定
を
非
難
す
る
の
は
事
実
の
誤
認
を
主
張
す
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
が
か
よ
う
な
主
張
は
法
律
上
許
さ
れ
な
く
な
っ
た
の
で

あ
る
か
ら
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
上
告
棄
却
し
た
。
こ
れ
に

対
す
る
(
一
丹
)
上
告
趣
意
で
、
弁
護
人
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

自由心証主義の課題

「
事
実
と
証
拠
の
対
照
こ
れ
に
対
す
る
判
断
が
適
正
で
あ
る
妥
当
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
刑
事
裁
判
の
真
髄
で
あ
り
生
命
で
あ
る
事
実
の
認

定
と
証
拠
を
対
照
し
て
此
問
に
経
験
の
法
則
と
論
理
の
法
則
に
適
合
し

て
合
理
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
所
以
が
首
肯
で
き
る
の
で
あ
る
。
左

れ
ば
自
由
裁
量
と
い
っ
て
も
此
の
法
則
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
制
約

は
あ
る
の
で
あ
っ
て
経
験
則
や
条
理
を
無
視
し
た
り
、
或
は
無
視
し
な

い
ま
で
も
経
験
則
や
条
理
上
首
肯
で
き
な
い
事
実
の
認
定
が
あ
っ
た
場

合
に
は
法
令
違
背
と
な
っ
て
上
告
の
理
由
に
な
る
こ
と
は
言
を
侠
た
な

(
四
}

い
と
こ
ろ
で
あ
る
」

通
説
の
立
場
に
立
っ
て
展
開
さ
れ
た
こ
の
上
告
趣
意
に
対
し
て
、
最
高
裁

は
理
論
と
し
て
は
こ
れ
を
受
け
容
れ
て
い
る
。

最
高
裁
昭
和
三
三
年
二
月
一
一
日
決
定
は
、
弁
護
人
の
「
原
判
決
の
認
定

は
、
科
学
の
法
則
を
無
視
し
、
従
っ
て
実
験
則
に
も
違
反
す
る
」
と
の
上
告

理
由
に
答
え
て
、
「
単
な
る
実
験
則
違
反
」
の
主
張
は
上
告
理
由
に
あ
た
ら

な
い
と
し
つ
つ
、
括
孤
内
で
、
原
審
の
程
度
で
は
「
経
験
則
に
反
す
る
と
い

う
に
足
り
ず
、
こ
れ
を
是
認
し
た
原
判
決
の
証
拠
説
明
に
所
論
の
違
法
が
あ

る
と
は
い
え
な
い
」
と
い
う
。
経
験
則
違
反
が
上
告
理
由
に
な
る
こ
と
は
認

め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
と
「
実
験
則
」
な
る
も
の
と
の
関
係
は
不

明
で
あ
る
。

経
験
則
の
シ
ノ
ニ
ム
と
恩
わ
れ
る
「
採
証
法
則
」
違
反
を
「
法
令
」
違
反

と
認
め
た
判
例
と
し
て
、
最
高
裁
昭
和
四
三
年
八
月
二
日
判
決
が
あ
い
叩
ド

最
高
裁
昭
和
コ
一
三
年
六
月
二
凶
日
判
決
は
、
住
居
侵
入
強
姦
致
傷
事
件
で
、

法
令
の
解
釈
適
用
の
誤
り
を
理
由
に
原
審
を
破
棄
す
ぶ
「
同
判
決
垂
水
補
足

意
見
は
、
「
原
審
が
支
持
し
た
第
一
審
判
決
挙
示
の
証
拠
だ
け
で
被
告
人
に

判
示
強
姦
の
犯
意
が
あ
っ
た
事
実
を
認
め
る
こ
と
は
無
理
で
あ
っ
て
経
験
則

に
違
反
す
る
」
と
い
う
。
こ
こ
に
い
う
「
経
験
則
違
反
」
は
「
犯
意
を
認
め

る
こ
と
は
無
理
」
と
同
義
で
あ
っ
て
殆
ど
意
味
を
も
た
な
い
。

日

最
高
裁
が
経
験
則
論
を
媒
介
に
し
て
事
実
審
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

こ
と
は
、
特
に
戦
後
に
お
い
て
、
無
事
の
救
済
と
い
う
点
で
積
極
的
役
割
も

果
た
し
て
き
て
い
る
。
そ
の
点
に
の
み
限
を
や
れ
ば
、
「
わ
が
国
に
は
、
事

実
誤
認
を
上
訴
に
よ
っ
て
可
及
的
に
救
済
し
よ
う
と
い
う
、
刑
事
司
法
の
伝

統
が
あ
る
」
と
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
も
背
け
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
上
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級
審
が
下
級
審
の
事
実
認
定
を
「
検
閲
」
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
被
告
人
の

不
利
益
に
変
更
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
い
い
も
の
だ
ろ
う
か
。

最
高
裁
昭
和
五
三
年
五
月
一
一
一
一
日
決
定
(
外
務
省
機
密
漏
洩
事
件
)
で
は
、

最
高
裁
は
独
自
に
次
の
よ
う
な
事
実
を
認
定
し
て
い
る
。

「
被
告
人
は
、
当
初
か
ら
秘
密
文
書
を
入
手
す
る
た
め
の
手
段
と
し

て
利
用
す
る
意
図
で
右
蓮
見
と
肉
体
関
係
を
持
ち
、
:
:
:
同
女
を
利
用

す
る
必
要
が
な
く
な
る
や
、
同
女
と
の
右
関
係
を
消
滅
さ
せ
て
そ
の
後

(
担
}

は
同
女
を
顧
み
な
く
な
っ
た
」

こ
れ
は
「
明
ら
か
に
て
こ
審
と
異
な
る
事
実
認
あ
〕
で
あ
る
。
か
よ
う

な
こ
と
が
、
法
律
審
と
し
て
の
最
高
裁
の
建
前
と
調
和
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

最
高
裁
昭
和
五
二
年
五
月
六
日
判
決
、
い
わ
ゆ
る
飯
田
橋
事
件
判
決
で

は
、
原
審
が
兇
器
準
備
集
合
罪
の
「
共
同
加
害
の

U
的
」
は
認
め
ら
れ
な
い

と
事
実
評
価
し
た
の
を
、
事
実
誤
認
の
「
疑
い
」
が
あ
る
と
し
て
破
棄
差
戻

し
て
い
引
い
ま
た
最
高
裁
昭
和
五
三
年
六
月
二
九
日
判
問
、
い
わ
ゆ
る
羽
田

空
港
ピ
ル
内
デ
モ
事
件
判
決
で
も
、
第
二
次
て
二
審
無
罪
を
事
実
誤
認
で

破
棄
差
戻
し
て
い
る
。

〈

1
)
刑
集
一
二

O
巻
九
号
一
六
七
一
一
一
試
(
川
問
問
川
事
件
)
。

(

2

)

同
一
六
九
九
頁
。

(

3

)

た
だ
し
、
現
実
の
再
審
の
門
戸
が
「
開
か
ず
の
門
」
に
近
い
と
い
う

こ
と
を
是
認
す
る
も
の
で
は
な
い
。

(
4
)

西
ド
イ
ツ
で
は
不
利
益
再
審
を
認
め
て
い
る
し
、
英
米
で
は
検
察
官

上
訴
を
認
め
な
い
(
田
宮
締
「
上
訴
の
理
山
」
刑
事
訴
訟
法
講
座
第
三

巻
(
一
九
六
四
年
)
九

O
頁
以
下
参
照
〉
。

(

5

)

小
野
・
前
掲
書
は
、
旧
刑
訴
法
下
の
議
論
で
は
あ
る
が
、
上
告
審
が

事
実
審
理
を
す
る
こ
と
は
、
大
審
院
の
法
律
‘
恭
た
る
建
前
と
相
寄
れ
な

い
し
、
直
接
主
義
・
口
頭
主
義
に
も
反
す
る
と
し
て
反
対
す
る
(
五
四

一一一
l
l
五
四
四
頁
〉
。

(

6

)

刑
録
二

O
鵜
六
二
頁
。

(

7

)

同
六
四
頁
。

(
8
〉
上
告
理
由
は
、
理
由
翻
舗
を
主
張
し
て
い
る
(
同
六
四
頁
〉
。
経
験

法
則
違
背
を
す
べ
て
法
令
違
背
に
も
っ
て
し
く
こ
と
の
不
当
性
を
突
く

も
の
と
し
て
、
井
上
正
治
・
刑
事
訴
訟
法
の
論
点
(
一
九
五
八
年
)
一

九
九

l
二
O
O頁
。
井
上
教
授
は
事
実
誤
認
ー
で
い
く
べ
し
と
い
う
。

(

9

)

刑
集
二
巻
一
一
一
号
一
五
回
九
頁
。

(
山
)
刑
集
四
巻
一
号
一
一
一
頁
。

(
日
)
東
京
高
判
昭
和
二
四
年
五
月
二
八
日
(
同
一
一
一
一
|
二
三
頁
)
。

ハ
ロ
)
同
一
五

l
一
六
頁
。

(
日
)
刑
築
二
一
巻
二
号
一
六
八
頁
。

(
は
)
同
一
七
二
頁
。

(
国
)
同
一
六
九
頁
。

(
日

m
)
判
時
五
三

O
号
八
五
頁
。
同
判
決
は
「
根
拠
の
薄
弱
な
計
算
を
唯
一

の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
被
告
人
の
弁
解
な
軽
々
し
く
排
斥
し
た
の
は
、

著
し
く
採
証
法
則
に
違
反
し
た
違
法
な
判
断
で
あ
っ
て
、
到
底
容
認
す
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自由心証主義の課題

る
こ
と
が
で
き
な
い
」
(
八
七
頁
)
と
い
う
。

(
口
)
刑
集
一
二
巻
一

O
号
二
三
八
六
頁
。

(
服
)
同
二
二
八
九
頁
。
か
よ
う
に
述
べ
て
、
本
件
具
体
的
情
況
、
所
為
等

か
ら
、
経
験
則
上
強
姦
の
犯
意
は
認
め
畑
町
な
い
と
結
論
す
る
。

(
ゆ
)
前
節
の
、
通
説
へ
の
反
論
が
想
起
さ
れ
る
。
裁
判
官
の
頭
の
中
に
経

験
「
法
則
」
な
る
具
体
的
な
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

(
却
〉
八
海
、
孝
浦
、
松
川
、
二
俣
等
、
戦
後
著
名
事
件
だ
け
で
も
少
な
く

な
い
数
に
の
ぼ
る
。

少
し
新
し
い
も
の
で
は
、
最
判
昭
和
四
八
年
一
二
月
一
三
日
判
時
七

二
五
号
一

O
凶
頁
は
、
原
審
の
懲
役
二
年
六
月
(
放
火
〉
を
、
事
実
を

詳
細
に
検
討
し
つ
つ
「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
の
原
則
に
従

ぃ
、
無
罪
を
言
い
渡
し
て
い
る
。
最
判
昭
和
五
三
年
三
月
二
四
日
刑
集

一
ユ
二
巻
二
口
万
円

O
八
頁
は
、
精
神
分
裂
病
の
寛
解
期
に
関
す
る
も
の
で

最
高
裁
は
、
限
定
責
任
能
力
を
認
め
ず
死
刑
を
言
い
渡
し
た
第
一
、
二
、

寝
判
決
を
「
著
し
く
正
義
に
反
す
る
」
と
し
て
破
棄
差
戻
し
た
。

(
幻
〉
田
宮
・
前
掲
論
文
一
一
四
頁
。
田
宮
教
援
は
更
に
「
わ
が
法
は
、
上

訴
に
事
件
の
具
体
的
救
済
と
い
う
第
一
義
的
な
目
的
づ
け
を
(
法
令
の

解
釈
統
一
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
)
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
は
、
刑
事
裁
判
に
あ
っ
て
は
、
ま
っ
た
く
正
当
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
」
(
同
頁
〉
と
い
わ
れ
る
。
法
律
審

l
事
実
審
の
捉
え
方
と
し
て
は
、

事
実
審
軽
視
の
傾
き
が
な
い
で
は
な
い
。

(
勾
)
「
刑
事
裁
判
に
お
い
て
、
地
裁
及
び
家
裁
、
簡
裁
の
裁
判
官
の
各
判

決
は
高
裁
の
裁
判
官
の
検
討
批
判
を
う
け
、
さ
ら
に
高
裁
裁
判
官
の
判

決
は
、
最
高
裁
の
裁
判
官
の
検
聞
を
う
け
て
い
る
の
で
あ
る
」
藤
野
・

前
掲
論
文
三

O
頁。

ハ
お
)
刑
笑
一
一
一
二
巻
三
号
四
五
七
頁
。

(MC
同
四
六
回
頁
。

(
お
)
右
崎
正
博
「
沖
縄
密
約
事
件

l
i
'国
家
の
秘
密
と
取
材
の
自
由
」
法

学
セ
ミ
ナ
ー
二
八
三
号
(
一
九
七
八
年
)
五
一
一
氏
。
か
よ
う
な
事
実
認

定
は
「
そ
れ
が
犯
罪
の
成
否
に
決
定
的
な
意
味
を
与
え
ら
れ
て
い
る
だ

け
に
、
問
題
を
後
に
残
し
た
と
い
え
よ
う
」
ハ
同
頁
)
。

(
叫
山
〉
刑
集
三
一
巻
五
四
回
頁
。

(
幻
)
判
例
、
学
説
は
刑
訴
四
一
一
条
三
号
の
事
実
誤
認
は
「
疑
い
」
が
あ

れ
ば
足
り
る
と
い
う
、
沢
登
佳
人
H
庭
山
英
雄
「
自
由
心
証
主
義
」
刑

事
訴
訟
法
基
本
問
題
必
議
(
一
九
六
五
年
)
二
七
四
頁
(
「
合
理
性
担

保
に
最
善
を
期
す
た
め
」
「
疑
い
」
で
足
り
る
と
さ
れ
る
よ
う
で
あ

る)。

(
叩
品
〉
刑
集
一
一
一
二
巻
凶
号
九
六
七
京
。

(
初
〉
公
安
官
苧
件
等
政
治
的
背
景
を
も
っ
事
件
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
よ
り

事
実
審
に
容
嫁
す
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

3 

ま

め
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と

ハ
円
裁
判
官
の
自
由
心
証
は
、
拘
束
か
ら
の
解
放
を
最
少
限
の
前
提
と
す

る
。
そ
れ
は
歴
史
的
に
も
、
経
験
的
に
も
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
法
定
-
証
拠

主
義
が
裁
判
官
の
判
断
作
用
を
拘
束
し
て
き
た
よ
う
に
、
経
験
則
論
は
、
事
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実
審
裁
判
官
の
事
実
認
定
過
程
を
規
制
す
る
役
割
を
も
っ
ル
先
に
見
た
よ
う

に
、
不
明
確
・
無
内
容
の
「
経
験
則
」
が
、
細
々
と
で
は
あ
る
に
せ
よ
何
故

に
命
脈
を
保
っ
て
き
た
か
と
い
え
ば
、
こ
の
役
割
を
通
じ
て
事
実
審
介
入
に

便
利
で
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

法
律
審
の
経
験
則
論
に
よ
る
「
自
由
心
証
」
の
抑
制
は
、
無
論
、
事
後
的

な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
事
後
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
却
っ
て
抑
制
の
効
果

(
勿
論
将
来
に
向
っ
て
。
破
棄
差
戻
な
ら
当
該
事
件
に
つ
い
て
も
)
が
大
き

い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
抑
制
」
が
過
度
に
亘
る
と
き
は
、

裁
判
官
の
自
由
な
心
証
形
成
が
阻
害
さ
れ
、
裁
判
の
硬
直
化
を
招
来
す
る
恨

(
4
}
 

れ
も
生
じ
て
く
る
。
ボ
ワ
ソ
ナ
1
ド
の
、
「
い
か
な
る
法
律
と
い
え
ど
も
、

ま
た
い
か
な
る
上
級
裁
判
所
と
い
え
ど
も
、
裁
判
官
に
心
証
を
お
し
つ
け
る

こ
と
は
で
き
な
い
し
、
裁
判
官
が
心
一
祉
を
得
ら
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
こ
れ

を
非
難
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
今
日
に
お
い
て
も
妥
当

す
る
筈
で
あ
る
。

仁3

こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
す
る
と
、
法
律
審
た
る
最
高
裁
は
、
本
来
的

役
割
で
あ
る
法
令
の
解
釈
適
用
の
統
一
以
外
に
、
無
闇
に
原
審
の
事
実
認
定

に
立
ち
入
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
被
告
人
の
具
体
的
数

済
が
必
要
な
場
合
は
別
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
原
判
決
を
維
持
す
る
こ
と
は

「
著
し
く
正
義
に
反
す
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、
法
律
審
と
い
え
ど
も
事
案
の

解
明
を
ば
か
り
、
無
事
の
救
済
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

思
う
に
、
法
律
審
の
事
実
審
へ
の
介
入
を
ど
れ
く
ら
い
の
幅
で
認
め
る
か

は
、
結
局
、
現
行
訴
訟
構
造
に
お
け
る
「
自
由
心
証
」
主
義
の
「
重
さ
」
を

北法31(1・206)206

ど
の
程
度
に
措
定
す
る
か
に
帰
着
す
る
。
誤
判
の
抑
止
と
自
由
心
証
主
義
の

抑
制
と
は
、
混
関
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

(

1

)

鴨
教
授
は
、
法
定
証
拠
主
義
に
関
連
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た

こ
と
が
あ
る
。

「
糾
問
手
続
で
法
定
註
拠
主
義
が
支
配
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、
経

験
則
を
い
た
ず
ら
に
法
規
範
た
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
裁
判
官
の
判

断
作
用
を
不
当
に
拘
束
し
、
立
証
作
用
全
体
を
消
極
的
な
も
の
と
し
て

い
た
」
(
鴨
良
弼
「
自
由
心
証
主
義
」
刑
事
訴
訟
法
講
座
第
二
巻
(
一
九

六
四
年
〉
八
九
頁
〉

同
様
の
お
そ
れ
は
、
経
験
則
論
の
過
度
の
強
調
に
も
存
す
る
。

(

2

)

自
主
的
な
自
由
心
証
の
判
断
過
程
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
手
段
と
し

て
経
験
法
則
違
背
が
飼
い
ら
れ
て
い
る
(
兼
子
一
「
経
験
則
と
自
由
心

証
」
裁
判
官
特
別
研
究
叢
謹
二
四
号
三
九
五
一
年
〉
一
凶
!
一
五
頁

〔
同
・
民
事
法
研
究
第
二
巻
(
一
九
五
四
年
)
所
収
》
。

(

3

)

違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
の
捜
査
に
対
す
る
抑
制
と
類
似
の
構
造
を

も
つ
。

(
4
)

註
1
参
照
。
井
上
正
治
・
前
掲
謹
一
八
九

l
一
九

O
頁
は
、
誤
判
是

正
を
上
級
審
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ね
期
待
す
る
の
は
「
官
窓
主
義
的
な
考

え
方
」
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
。



(

5

)

前
掲
・
ボ
ワ
ソ
ナ

i
ド
答
間
銀

-
O
一頁。

(

6

)

形
式
的
に
は
、
こ
こ
に
述
べ
た
と
お
り
の
理
由
で
あ
る
が
、
よ
り
実

質
的
に
は
、
二
重
の
危
険
の
法
理
・
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
の

法
理
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
う
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
論
証
は
他
日
を
附
則

し
た
い
。

四

白
由
心
証
主
義
の
課
題

誤
判
防
止
は
、
刑
事
訴
訟
法
学
に
与
え
ら
れ
た
極
め
て
大
き
な
課
題

で
あ
る
。
自
由
心
証
主
義
の
理
論
も
そ
れ
に
資
す
る
べ
き
こ
と
、
言
う
を
倹

付
た
な
い
。
し
か
し
、
佐
伯
博
士
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
古
い
法
定
証
拠
法
の

「
命
題
が
現
代
に
棺
応
し
い
形
で
具
体
的
に
確
立
さ
れ
る
な
ら
ば
、
無
実
の

被
告
人
に
残
酷
で
無
駄
な
犠
牲
を
強
い
る
誤
判
の
少
な
か
ら
ぬ
部
分
が
防
止

さ
れ
お
〕
と
考
与
え
る
こ
と
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
細
か
な
準
則
を
作
っ
て
裁

判
官
を
規
制
す
る
の
は
、
経
験
則
論
で
述
べ
た
と
同
様
の
危
倶
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。

自由心証主義の課題

類
似
の
問
題
は
、
こ
れ
か
ら
増
加
が
予
想
さ
れ
る
「
法
律
上
の
推
定
」
に

も
存
す
る
。
法
律
上
の
推
定
を
一
種
の
法
定
証
拠
法
則
と
み
る
か
、
実
体
法

上
の
法
則
と
み
る
か
に
つ
い
て
争
い
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
実
質
的
に

は
、
事
実
認
定
過
程
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
る
。

同

自
由
心
証
主
義
は

』
れ
ま
で
の
平
面
的
な
「
抑
制
」
理
論
か
ら

「
保
障
」
の
理
論
へ
と
脱
皮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
ひ
と
つ
に
は

(
S
}
 

自
由
心
証
主
義
は
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
が
、

何
よ
り
も
自
由
心
証
主
義
を
実
質
的
に
保
障
し
て
い
く
こ
と
が
、
ひ
い
て
「
誤

判
」
防
止
に
役
立
つ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

拘
束
的
な
証
明
規
則
あ
る
い
は
経
験
則
に
よ
っ
て
裁
判
官
を
拘
束
(
抑

制
)
し
、
上
級
機
関
(
最
高
裁
)
の
検
閲
を
待
つ
よ
り
は
、
事
実
審
の
充
実

化
等
、
先
に
解
決
す
べ
き
課
題
が
幾
ら
で
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
自

由
心
証
主
義
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
破
棄
院
の
決
定
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
裁
判
官
の
内
心
的
確
信
の
宣
言
は
、
彼
自
身
の
良
心

g
ロ凹口広ロロめ

に
も
と
づ
く
が
ゆ
え
に
、
当
事
者
の
自
由
な
討
議
に
付
さ
れ
た
証
拠
の

価
値
や
証
明
力
に
つ
い
て
な
す
裁
判
官
の
評
価
は
、
:
:
:
破
棄
院
の
コ

(
7
)
 

ゾ
ト
ロ
ー
ル
を
免
れ
る
」

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
原
則
的
に
は
、
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な

{
8
)
 

い
だ
ろ
う
か
。

(
1
)

佐
伯
千
何
「
刑
事
裁
判
と
誤
判
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
六
九
号
(
一
九
七
一

年
)
九
三
頁
〔
同
・
刑
事
訴
訟
の
理
論
と
現
実
〈
一
九
七
九
年
)
所

収
可

〈
2
)
自
由
心
証
主
義
の
軽
視
が
上
訴
理
由
拡
大
へ
と
結
び
つ
く
こ
と
、
前

章
で
述
べ
た
。
佐
伯
博
士
も
、
か
つ
て
上
訴
権
拡
張
を
主
張
し
て
お
ら

れ
た
、
佐
伯
「
最
高
裁
判
所
論
」
中
央
公
論
六
九
巻
四
号
(
一
九
五
四

北法31(1・207)207
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年
)
一
二
五
頁
〔
川
・
刑
事
裁
判
と
人
権
(
一
九
五
七
年
〉
所
収
〕
。

(

3

)

人
の
健
康
に
係
る
公
害
犯
罪
の
処
部
に
関
す
る
法
律
第
五
条
に
そ
の

例
を
み
る
。
同
条
と
立
証
の
問
題
に
つ
き
、
棚
町
祥
士
口
「
公
害
犯
罪
に

お
け
る
事
実
の
立
証
」
法
学
教
室
〈
第
二
期
〉
五
号
(
一
九
七
四
年
)

八

O
頁
以
下
。

(

4

)

刑
訴
に
い
う
「
推
定
」
に
つ
き
、
松
尾
浩
也
「
挙
証
責
任
お
よ
び
推

定
」
刑
事
訴
訟
法
講
座
第
三
巻
三
九
六
四
年
)
一
一
一
ニ
頁
以
下
、
特

に
-
一
九
京
以
下
。

な
お
、
法
律
上
の
推
定
規
定
の
必
要
性
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
検

察
官
に
と
っ
て
の
必
要
で
あ
る
。
座
談
会
「
刑
事
訴
訟
法
は
こ
れ
で
よ

い
か
、
ど
う
改
正
す
べ
き
か
」
で
の
古
川
正
次
検
事
の
発
言
参
照
(
法

律
の
ひ
ろ
ば
一

O
巻
三
号
(
一
九
五
七
年
〉
三
六
頁
〉
。

(

5

)

「
自
由
心
証
主
義
(
一
一
二
八
条
〉
に
つ
き
憲
法
上
の
保
障
は
な
い
。

法
律
改
正
に
よ
り
法
定
証
拠
主
義
に
も
一
一
氏
し
う
る
」
(
沢
登
佳
人
口
庭

山
英
雄
・
前
掲
「
自
由
心
証
主
義
」
二
七
七
頁
〉
と
の
見
解
も
あ
る
。

し
か
し
、
①
憲
法
三
七
条
二
項
、
三
八
条
三
項
か
ら
の
解
釈
、
②
裁
判

官
の
独
立
、
裁
判
権
を
定
め
た
同
七
八
条
、
七
六
条
三
項
、
同
条
一

項
、
③
裁
判
官
の
良
心
規
定
た
る
七
六
条
三
項
な
ど
か
ら
考
え
て
、
私

は
自
由
心
証
主
義
を
憲
法
上
の
も
の
と
解
す
る
。
庭
山
英
雄
「
自
由
心

証
主
義
の
歴
史
と
人
権
」
国
際
人
権
年
記
念
論
文
集
合
九
六
八
年
)

六
一
三
頁
も
憲
法
上
の
規
定
だ
と
み
る
。

(
6
〉
再
審
事
件
で
特
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
鑑
定
の
問
題
(
評
価
、
制
度

な
ど
)
は
是
非
と
も
研
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
も
こ
れ

か
ら
の
課
題
と
し
た
い
。

(

7

)

∞
ロ
ロ
・
円
門
戸

B--
ロ。

ω吋
∞
岨

HU--cc由
・
た
だ
し
、
フ
ラ
ン
ス
重
罪
院
は
、

原
則
と
し
て
一
券
制
で
あ
り
、
例
外
的
に
紋
棄
申
立
が
で
き
る
に
と
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Le probleme du jour concernant le principe de 

l'intime conviction du juge 

Yuji SHIRATORIネ

Au Japon， il y avait le principe de l'intime conviction du juge， 

dont le juge doit se determiner uniquement d'apres son intime convic-

tion sans qu'une force 1邑galesoit attrib凶ea un mode quelconque de 

preuve， depuis l'ere de Meij i. Ce principe se maintient jusqu'ici. 

Mais aujourd'hui， a mesure que les revisions sont regardees， on 

remarqe que ce principe ne peut plus servir beaucoup主 jugements

sans erreur. Justement c'est vrai? 

D'autre part， il y a le probleme grave si la constatation d'un 

fait par les tribunaux inferieus soit contrδlee un peu fort par les 

tribunaux sup品rieurs，notamment la Cour Supreme， c'est ainsi que 

{intime conviction} des tribunaux inferieus soit empietee particulie-

rement au Japon. 

Alors nous en commencerons l'histoire de ce principe. 

(1) Dans l'ancienne procedure criminelle， la conviction des juges ne 

s'opere pas librement， c'est-a-dire， elle est gouvernee par le systさme

des preuves legales. Pour que Ie juge condamne dans ce systeme， 

iI faut qu'il r品unissecertaines preuves determin白sd'avance， mais 

d'autre part， mis en face de ces pr巴uves，il doit necessairement conda-

mner. Le juge est comme un clavier， qui repond inevitablement 

losqu'on frappe certaines touches. Par consequent， Ia torture vise a 

obtenir par Ia vio!ance l'aveu de !'accuse lequel s'integre a la hiera-

rchie des preuves. 

Apres la Revolution francaise， on avait reclame le jugement par 

jures en matiere criminelle comme l' Ang!eterre， et il etait adopte 
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tout de suite. Et la conviction des jures s'op色repar un systeme de 

preuves libres， ou le principe de l'intime conviction: le legislateur 

de 1791 en France repudie formellement le systeme des preuves 

legales. 

Plus tard cette fruit s'importait au Japon dans l'ere de Meiji. 

(2) Aujourd'hui， dans notre jurisprudence， la Cour Supreme de temps 

en temps casse les jugements de tribunaux inferieus en raison de 

l'infraction de CErfahrungssatz>. Mais， qu'est ce que CErfahrungs-

satz>? On ne pourra pas l'explique exactement. 

Aucune loi， aucune juridiction superieure ne peut imposer le 

juge la conviction， ni lui reprocher de ne l'avoir pas eue. La Cour 

de Cassasion de France dit que la declaration de l'intime conviction 

des juges releve de leur seule conscience， l'appreciation qu'ils ont 

faite de la valeur des elements de preuve echappe au contrδle de la 

Cour de Cassasion. 
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